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二

程

，
此
所
に
一
式
ふ
租
牛
と
は
、
耕
牛
の
持
主
が
耕
牛
を
有
た
な
い
耕
作
者
に
貸
渡
し
『
毎
年
所
定
の
賃
料
、
即
ち
程
、
を
取
る
貸
牛
様
式
を
意
味

牛

L
、
栄
代
に
於
い
て
は
賃
牛
が
民
間
の
貸
牛
様
式
と
し
て
盛
用
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
に
針
し
、
主
と
し
て
官
牛
O
貸
輿
様
式
と
し
て
官
民
の
間
に

鹿
用
せ
ら
れ
、
倫
寺
廟
宮
観
の
貸
牛
に
も
利
用
せ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
租
牛
の
研
究
は
官
民
間
一
の
貸
牛
に
重
賠
を
む
く
可
き
で

あ
り
、
延
い
て
は
先
づ
官
よ
り
農
民
に
艶
し
て
耕
牛
を
貸
興
し
て
ゐ
た
事
賓
よ
り
考
察
し
て
行
か
・
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

1 

官
の
農
民
比
謝
す
る
耕
牛
貸
奥

官
の
農
民
に
封
す
る
耕
牛
の
貸
輿
は
、
大
別
し
て
二
つ
の
立
場
か
釘
行
は
れ
て
ゐ
た
。
そ
の
第
一
は
官
が
地
主
と
し
℃
そ
の
官
有
国
経
戯
曲
の

必
要
か
ら
小
作
人
た
る
農
民
に
貸
奥
ず
る
場
合
で
あ
り
、
そ
の
第
二
は
政
府
と
し
て
農
産
振
興
・
貧
農
賑
位
。
矯
め
に
一
般
農
民
に
貸
奥
す
る

場
合
で
あ
る
。
そ
こ
で
官
牛
の
貸
奥
に
封
ず
る
考
読
も
此
の
ニ
つ
に
分
け
て
扱
ふ
の
が
理
解
Z
便
利
で
あ
る
。

官
有
国
小
作
人
へ
の
耕
牛
貸
輿

（お

栄
代
官
有
国
は
大
別
し
て
一
一
一
つ
に
分
け
ら
れ
て
ゐ
た
。
官
官
払
・
蹴
耳
目
・
屯
田
が
そ
れ
で
あ
る
。
官
廷
は
行
政
機
関
で
管
理
す
る
官
有
国
、
で
、

官
同
と
も
呼
ば
れ
て
ゐ
た
。
皆
同
・
屯
田
は
共
に
一
軍
事
機
関
の
管
理
す
る
官
有
聞
で
、
前
者
は
小
作
人
に
耕
作
せ
し
め
る
も
D
、
後
者
は
軍
人

に
耕
作
せ
し
め
る
も
白
、
共
に
主
と
し
て
兵
糧
獲
得
を
自
的
と
し
て
経
管
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

官
廷
は
北
宋
・
南
宋
を
通
己
て
可
成
り
多
か
っ
た
。
破
産
滞
税
そ
の
他
。
事
情
で
逃
亡
し
た
所
謂
逃
戸
の
問
産
そ
の
他
の
無
主
荒
田
、
或
は

犯
罪
そ
の
他
の
事
情
に
よ
っ
て
浅
牧
し
た
国
産
等
、
所
謂
渡
官
回
は
多
く
官
涯
と
し
て
、
即
ち
行
政
機
関
D
管
理
問
と
し
て
経
替
せ
ら
れ
た
o

n

此
の
外
、
金
軍
の
侵
入
に
よ
っ
て
准
甫
・
京
西
方
面
に
彩
し
い
無
主
諮
問
を
生
じ
た
南
宋
の
初
め
に
は
、
そ
れ
ら
右
耕
懇
し
、
併
せ
て
流
抽
恨
の



難
民
を
安
定
せ
し
め
る
矯
め
に
盛
ん
に
官
班
が
開
置
せ
ら
れ
て
行
っ
た
。

北
宋
時
代
に
は
官
が
積
極
的
に
農
同
を
関
置
経
営
す
る
と
と
は
殆
ん

E
無
く
、
只
京
商
路
の
褒
・
部
州
方
面
で
稲
作
農
田
の
関
置
を
試
み
た

の
が
殆
ん

E
唯
一
の
著
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
牧
支
償
は
守
し
て
結
局
慶
罷
せ
ら
れ
た
。
北
宋
は
領
土
虞
く
、
圏
内
も
比
較
的
泰
平
で
、
東
南

沃
地
D
稲
作
大
都
民
一
展
に
よ
り
只
そ
の
所
産
一
稲
米
の
北
支
へ
の
漕
還
を
国
滑
に
行
ひ
さ
へ
す
れ
ば
軍
人
官
吏
の
俸
震
は
勿
論
、
民
会
も
充
分
事
足

り
た
の
で
敢
て
宮
田
の
輿
置
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
官
管
企
業
は
と
か
く
冗
費
多
く
、
官
穫
を
背
景
と
す
る
食
官
汚
吏
の
醜
行
も

つ
き
ま
と
ひ
、
牧
支
償
は
宇
し
て
弊
害

P
み
多
い
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
殊
に
官
擢
の
大
で
あ
ク
た
中
国
で
は
官
管
事
業
の
弊
害
は
大
き
く
、

結
局
、
題
家
は
さ
う
し
た
と
と
に
手
を
染
め
な
い
の
が
最
大
の
善
政
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
所
が
金
寧
の
侵
暴
に
よ
っ
て
多
く
の
良
田
を
荒
療

せ
し
め
ら
れ
た
南
宋
の
初
期
に
は
各
種
官
問
が
俄
然
と
し
て
各
地
に
奥
置
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

南
宋
に
入
っ
て
新
に
漣
境
と
な
っ
と
准
南
・
京
商
や
四
川
の
東
北
方
は
金
軍
の
操
欄
や
そ
れ
に
伴
生
し
た
賎
鹿
の
跳
梁
等
に
よ
っ
て
農
民
D

逃
亡
す
る
者
多
く
、
従
来
の
良
田
は
忽
ち
に
し
て
減
目
荊
菜
の
荒
野
と
な
っ
た
。
そ
れ
ら
は
勿
論
無
主
の
地
と
し
て
官
有
に
蹄
し
た
め
げ
で
あ

る
。
か
く
て
建
議
一
替
の
糧
食
生
産
は
頓
に
減
退
し
た
が
、
一
方
金
寧
の
脅
威
に
備
へ
て
増
置
せ
ら
れ
た
議
防
軍
D
矯
め
糧
食
の
需
要
量
は
増

加
の
一
迭
を
辿
っ
た
。
然
も
後
方
か
ら
の
補
給
は
敗
戦
に
よ
る
園
家
機
能
の
嬬
痔
や
賎
医
の
割
擦
に
よ
る
線
設
路
の
危
険
等
に
よ
っ
て
思
ふ
に

任
せ
争
、
漫
境
の
寧
食
は
常
に
窮
乏
を
告
げ
て
ゐ
た
。
比
所
に
官
田
興
置
を
必
要
と
す
る
第
一
因
が
あ
っ
た
。

1
．AE
軍
の
侵
恭
・
賊
陸
の
跳
梁
・
圏
一
境
の
改
訂
等
相
次
守
政
治
的
批
舎
的
大
混
乱
の
矯
め
に
家
郷
を
喪
ひ
潔
浪
す
る
流
民
の
徒
は
南
宋
の
初
め

P

移
し
い
数
に
上
っ
て
ゐ
た
。
鍍
等
は
衣
食
に
窮
し
た
あ
げ
く
盗
陸
と
な
っ
て
内
よ
り
治
安
を
索
し
位
曾
不
安
の
温
床
と
な
っ
た
。
彼
等
の
不
満

，
の
爆
穫
は
金
軍
の
暴
力
よ
り
も
恐
ろ
し
く
、
そ
の
生
活
を
安
着
せ
し
め
る
こ
と
は
宋
図
再
建
の
最
大
の
要
務
で
あ
り
焦
眉
の
念
で
あ
っ
た
。
と

芯
に
荒
田
を
再
興
し
、
官
団
関
置
に
よ
っ
て
彼
等
を
安
着
せ
し
め
る
第
二
の
要
因
が
あ
っ
た
。
か
く
兵
組
輔
の
増
産
・
流
民
の
牧
容
と
一
式
ふ
ニ
ヲ

の
絶
叫
制
約
な
要
請
か
ら
南
宋
O
初
期
に
は
波
宮
の
荒
慶
沃
地
巴
流
民
主
召
慕
ず
る
各
縄
官
闘
が
績
々
と
隠
遺
せ
ち
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
開

来
代
C
租
牛
に
就
い

τ



来
代
の
租
牛
に
就
い
て

四

懇
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
元
来
肥
沃
の
士
質
生
以
℃
知
ら
れ
た
港
南
で
あ
っ
た
。
叉
各
緯
官
民
の
・
申
で
は
軍
管
謹
の
小
作
経
替
た
る
比
百
回
・
が

ι

最
も
多
く
設
け
ら
れ
て
ゐ
た
G

勿
論
、
官
珪
も
相
営
資
く
興
援
せ
ら
れ
、
屯
母
も
若
干
・
砕
か
れ
て
ゐ
た
。
即
ち
地
主
と
し
て
り
宋
政
府
の
小
作

農
民
陀
封
ず
る
耕
牛
貸
典
は
南
宋
に
入
っ
て
濯
に
重
要
性
を
有
ち
、
旦
つ
准
南
を
中
心
と
し
て
漫
境
地
帯
に
頗
る
盛
ん
に
行
は
れ

τゐ
た
の
で

あ
る
。
北
宋
時
代
に
も
官
廷
に
行
は
れ
て
ゐ
た
が
、
史
料
を
介
し
て
考
察
す
る
に
、
大
し
て
目
立
つ
程
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
寧
ろ
北
宋
に

先
行
す
る
五
代
列
闘
に
於
い
て
官
園
強
兵
の
必
要
に
迫
ら
れ
た
替
問
の
設
置
と
そ
れ
に
伴
ふ
耕
牛
の
貸
興
が
史
料
の
上
に
目
立
っ
て
ゐ
る
。
さ

う
し
た
関
係
で
官
田
小
作
人
へ
の
貸
牛
の
拳
例
も
主
と
し
て
南
宋
O
も
の
を
示
し
て
語
く
。

宋
曾
要
・
食
貨
ニ
替
回
雑
録
・
紹
興
六
年
四
月
二
十
八
日
の
僚
の
都
督
行
府
の
雪
に

鶴
間
田
廷
闘
紅
一
言
己
支
給
耕
牛
貸
一
線
一
橿
・
屋
宇
・
農
具
一
之
類
。
将
来
一
枚
成
合
計
五
一
頃
o
所
謂
子
利
。
官
中
興
・
客
戸
中
学
均
分
。

と
あ
っ
て
替
問
・
官
珪
の
客
戸
に
耕
牛
・
縄
糧
・
住
宅
・
農
具
の
類
を
貸
奥
し
た
こ
と
が
見
え
る
。
紹
興
六
年
は
南
宋
が
沿
還
に
轡
田
官
廷
を

大
が
か
り
に
興
寵
し
初
め
た
時
代
で
あ
る
G

叉
問
書
・
食
貨
一
一
一
替
問
雑
録
・
隆
輿
二
年
五
月
二
十
五
日
の
僚
に
江
准
都
農
府
参
賛
軍
事
棟
俊
卿

の
言
と
し
丈

雨
准
兵
火
之
後
。
桝
。
見
今
係
官
荒
田
。
標
旗
立
案
。
多
賀
牛
惣
縦
…
耕
。
一
言
。

と
て
金
帝
亮
の
侵
入
に
よ
っ
て
荒
慶
し
た
雨
治
の
係
官
菊
田
を
寡
民
耕
墾
せ
し
め
、
官
よ
り
牛
惣
を
買
ひ
貸
さ
ん
と
す
る
計
霊
を
載
せ
、
更
に

そ
の
賞
施
成
果
に
就
い
て

実
後
劉
費
具
到
見
管
笹
田
・
官
経
四
十
一
一
一
陣
。
回
四
百
七
十
五
頃
八
十
八
畝
。
官
兵
五
百
五
人
。
客
戸
二
百
六
十
五
戸
Q

云一式。

と
て
相
営
の
成
績
を
あ
げ
た
こ
と
を
倖
へ
て
ゐ
る
o

又
同
書
・
食
貨
六
限
田
雑
録
・
乾
遺
八
年
三
月
十
六
日
の
僚
に

徐
子
寅
嘗
Q

近
勤
稔
腸

E
人
一
一
ず
五
百
八
十
人
。
於
楚
州
賓
鰭
・
山
陽
・
准
龍
膝
、
高
郵
軍
高
郵
耐
勝
、
肝
胎
軍
天
長
・
肝
胎
感
、
揚
州
江

都
綜
、
泰
州
海
俊
勝
国
介
。
共
置
五
十
回
遊
。
並
給
付
耕
牛
・
農
具
・
縄
糧
G

開
墾
田
畝
G



と
宅
金
よ
り
宋
に
輝
明
し
た
農
民
一
千
五
百
飴
人
民
五
十
四
悲
の
回
を
耕
さ
し
め
耕
牛
・
農
具
一
切
を
給
レ
だ
こ
と
が
見
え
る
。
常
時
の
所
謂

官
閏
一
涯
は
大
抵
五
頃
を
以
て
編
制
せ
ら
れ
て
ゐ
た
か
ち
五
十
四
廷
は
大
約
二
百
七
十
頃
で
あ
る
。
恐
ら
く
鶴
正
人
一
千
五
百
八
十
絵
入
百
戸

数
が
一
一
一
百
戸
前
後
で
、
時
々
一
戸
に
一
一
頃
前
後
を
耕
さ
し
め
た
の
で
あ
ら
う
。
営
時
の
官
同
を
見
る
に
、
小
作
人
一
戸
は
一
一
頃
一
牛
が
基
準
と

な
っ
て
ゐ
た
様
で
お
る
。
曾
要
・
食
貸
二
倍
田
雑
録
・
紹
興
七
年
四
月
九
日
の
僚
の
右
司
諌
王
緒
の
江
准
農
村
に
関
す
る
奏
一
宮
問
中
に

牛
恐
同

共
有
寵
悲
去
慮
。
人
耕
牛
之
誤
百
畝
給
牛
一
具
。
云
一
式
。

と
あ
り
、
同
書
・
食
貨
詔
一
皆
目
雑
録
・
紹
興
十
八
年
八
月
二
十
五
日
の
僚
の
知
部
州
越
～
叔
診
の
引
退
軍
人
館
農
に
闘
す
る
奏
言
中
に

有
願
詩
佃
之
人
。
並
百
姓
館
側
。
以
五
頃
鋳
一
提
。
官
給
耕
牛
五
具
。
持
種
糧
等
。
一
試
去
。

と
あ
る
等
は
そ
の
数
例
で
あ
る
o

常
比
の
一
牛
一
一
頃
の
例
は
多
い
。
然
し
一
戸
五
十
畝
一
牛
の
例
も
散
見
す
る
。
曾
要
・
食
貨
一
農
田
雑
録
・

紹
興
六
年
八
月
一
一
一
日
の
知
安
豊
軍
高
突
の
蹄
正
人
の
安
着
蹄
農
に
関
す
る
雪
に

今
欲
。
未
有
皆
生
乙
人
。
毎
戸
給
田
五
十
畝
。
牛
一
頭
。
型
杷
牛
具
乙
麗
。
其
己
諮
問
乙
人
無
牛
具
者
。

一
例
給
之
。
乞
降
銭
舎
二
寓
貫

措
置
。
従
之
。

と
あ
る
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
又
北
宋
時
代
の
計
壷
で
は
あ
る
が
、
舎
一
畏
・
食
貨
4
・
水
利
撃
で
至
一
週
一
万
年
九
月
の
僚
の
度
支
判
官
陳
発
度
等

。
曾
k

j陳
・
許
－
・
郵
等
の
諸
州
に
水
利
回
を
開
き
、
毎
千
人
に
牛
千
領
・
田
五
高
畝
を
耕
さ
し
め
れ
ば
、
畝
牧
三
石
、
計
十
五
高
石
の
牧
穫

鮭
ー

あ
hν
と
’
越
べ
て
ゐ
る
の
も
一
戸
一
牛
五
十
畝
の
例
で
あ
る
。
命
五
百
頃
八
百
頭
。
陸
間
の
例
も
あ
る
。
然
し
管
田
・
官
班
は
一
戸
｝
牛
百
畝
O

例
一
が
殆
ん

E
で
あ
る
。

さ
て
官
延
・
轡
田
の
興
置
に
営
hv
、
召
募
せ
ら
れ
て
そ
の
小
一
作
人
主
な
る
客
戸
は
、
民
間
の
佃
客
と
同
様
、
流
民
出
身
の
何
一
つ
有
た
ぬ
極

餐
’
者
で
あ
り
、
従
っ
て
民
間
地
主
が
彼
等
小
作
人
に
牛
具
・
家
屋
・
鱈
子
・
糧
食
・
什
物
・
’
銭
そ
の
他
一
切
の
も
の
を
貸
し
て
や
ら
な
け
れ
ば

な
ら
・
な
か
っ
た
の
と
同
様
、
官
も
叉
地
主
と
し
て
間
口
面
倒
を
見
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
貸
興
を
一
が
す
例
と
し
て

来
代
の
程
牛
に
就
い
て

五



宋
代
白
程
牛
に
就
い
て

六

此
所
に
掲
げ
た
の
は
僅
か
に
所
停
記
事
の
｝
部
で
、
賓
は
笹
田
・
官
誕
の
小
作
人
民
謝
す
る
助
れ
ら
の
貸
奥
は
必
須
で
あ
っ
た
だ
げ
託
、
そ
れ

を
停
へ
た
記
者
は
無
数
に
残
さ
れ
て
ゐ
る
D
で
あ
る
。

一
般
農
民
へ
の
耕
牛
貸
興

ω 

‘
官
は
政
府
と
し
て
一
般
農
民
D
闘
牛
者
に
も
耕
牛
を
貸
興
し
て
居
た
G

そ
れ
は
牛
疫
流
行
し
て
耕
牛
が
多
く
鍵
苑
し
た
場
合
、
天
災
銭
鐙
D

矯
め
耕
牛
が
多
く
密
殺
せ
ら
れ
食
料
に
供
せ
ら
れ
た
場
合
、
或
は
そ
の
矯
め
農
民
が
耕
牛
を
貰
っ
て
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
ク
た
場
合
‘

或
は
叉
流
民
都
多
く
出
で
そ
れ
ら
を
奮
業
に
復
蹄
せ
し
め
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
場
合
、
或
は
食
糧
調
盤
の
矯
め
特
に
或
る
地
方
の
農
作
を
振
興
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
場
点
目
等
、
種
々
様
々
。
事
情
に
肉
っ
て
語
り
、
従
っ
て
一
般
農
民
へ
の
貸
牛
は
北
南
宋
を
混
じ
て
行
は
れ
て
ゐ
る
。
然
し
北

栄
時
代
に
は
賓
際
に
耕
牛
を
奥
へ
る
よ
り
も
牛
債
を
貸
し
て
自
ら
買
は
し
め
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
但
し
貸
牛
の
例
も
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
績
資
治
通
鑑
長
一
縮
問
九
景
徳
二
年
一
止
月
壬
子
の
僚
に

認
。
河
北
諸
州
強
批
。
除
綴
州
披
守
得
功
入
、
第
共
等
級
以
問
。
飴
並
遺
鶴
農

Q

令
有
司
市
耕
牛
詮
河
北
。

と
て
河
北
の
民
兵
た
る
強
祉
が
契
丹
と
の
約
和
成
立
に
よ
っ
て
蹄
農
す
る
に
際
し
耕
牛
を
轍
迭
し
て
ゐ
る
の
は
現
牛
貸
奥
の
一
例
で
あ
る
。
同

年
同
月
戊
寅
の
僚
に
つ
以
河
朔
戎
憲
之
後
。
耕
具
顔
開
。
牛
多
病
死
」
と
あ
る
如
く
契
丹
の
侵
掠
に
よ
る
耕
牛
の
級
乏
に
お
す
る
蕗
置
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
南
宋
に
入
る
と
金
寧
O
膝
棚
酬
で
准
南
等
被
災
の
地
は
耕
牛
が
激
減
し
た
。
宋
曾
要
・
食
貨
ニ
替
問
雑
録
・
紹
興
三
年
二
月
七
日

の
僚
の
左
司
員
外
部
張
綱
等
の
嘗
に

恥
o
A
Z一
相
詳
。
近
縁
盗
賊
屠
殺
。

陸
軍

と
て
江
北
ハ
准
南
V

で
は
牛
を
販
賛
す
る
者
が
る
～
く
無
か
っ
た
と
あ
る
。
国
家
の
力
で
買
牛
職
迭
す
る
外
な
い
。
か
く
て
雨
新
・
幅
建
・
庚
束

ハ
牛
）
例
皆
関
少
。
江
北
諸
鎮
残
破
日
久
。
絶
無
販
費
牛
畜
。
一
広
一
話
。

J

一
の
験
火
を
被
ら
な
か
っ
た
地
域
か
ら
緩
々
官
買
牛
が
北
港
せ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
後
文
に
寄
蓑
牛
の
問
題
に
磁
関
し
て
言
及
す
る
が
、
曾

要
・
食
貨
一
一
一
農
田
雑
録
・
紹
興
十
一
年
一
一
一
足
七
日
の
僚
に



議，

。
認
。
薄
春
溶
・
寵
・
濠
・
制
御
・
和
・
箭
州
・
無
潟
軍
。
曾
経
賊
馬
。
民
鴻
耕
牛
多
被
殺
露
。
可
委
江
務
常
五
1

前
。
支
援
常
平
等
銭
牧
賞
耕

牛
。
交
付
港
南
常
卒
苛
。
給
奥
州
勝
。
借
給
人
戸
耕
種
。

と
あ
る
は
、
宮
が
貿
牛
轍
濯
し
て
准
南
の
農
民
に
現
牛
貸
輿
を
行
ふ
方
針
を
明
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
様
の
措
置
は
紹
興
一
一
一
十
一
年
の
金

帝
菟
の
犬
侵
入
後
に
も
執
ら
れ
て
ゐ
る
．
0

宋
曾
要
・
食
貸
一
一
一
盛
岡
雑
録
－
隆
興
元
年
二
見
二
日
の
僚
の
巌
中
侍
御
史
認
訴
の
雪
に

去
年
晴
誠
一
一
朝
廷
指
揮
諸
路
牧
買
耕
牛
農
民
到
。
州
鯨
－
雲
氏
銭
鶴
子
道
。
今
一
新
牛
一
農
具
営
巳
不
乏
。

と
あ
る
は
そ
の
と
と
を
示
す
。
か
く
て
此
れ
ら
の
官
牛
が
准
南
方
臨
む
農
民
に
貸
付
け
ら
れ
た
こ
と
は
容
易
に
推
惣
せ
ら
れ
る
が
、
傭
そ
の
…

殺
農
民
へ
の
貸
奥
を
示
す
遁
設
を
一
二
奉
げ
て
持
く
ο

宋
曾
要
白
食
貨
ニ
替
問
雑
録
・
紹
興
六
年
九
月
二
十
一
日

ρ僚
に

中

部
督
行
府
営
。
時
路
州
勝
。
持
寄
養
牛
o
樺
那
一
字
。
許
関
牛
人
戸
秘
策
。
略
。
除
一
卒
中
材
養
牛
具
準
備
増
援
官
斑
使
用
。

一b
？
を
宮
廷
の
小
作
人
に
借
す
と
と
と
し
た
こ
と
が
見
え
。
同

と
あ
ヲ
て
官
の
寄
養
牛
ハ
後
文
に
設
明
〉
の
一
宇
を
一
般
農
民
の
関
牛
者
花
、

年
十
月
二
十
二
日
の
僚
に

都
骨
行
府
一
骨
弔
問
。
包
令
設
鎮
江
准
等
路
管
回
調
。
予
見
容
養
牛
内
就
活
支
践
。
一
一
一
苛
顕
付
議
事
府
。
一
音
頭
付
議
州
出
品
選
鯨
。
仰
疾
滋
計
器

節
次
起
登
謎
去
。
委
孫
輝
及
定
還
知
懸
G

借
給
腸
業
人
戸
耕
慮
。
一
去
一
式
。

と
て
そ
り
寄
養
牛
の
中
の
阻
百
頭
が
准
南
の
鶴
業
ハ
流
亡
先
よ
り
奮
業
に
復
し
た
〉
農
民
詑
貸
し
出
さ
・
れ
た
と
見
え
て
ゐ
る
。
常
此
の
一
般
農

戸
へ
の
貸
牛
例
も
数
へ
あ
げ
れ
ば
際
限
の
な
い
程
多
い
の
で
あ
る
が
、
繁
冗
を
さ
げ
て
割
愛
す
る
。

mw

現
牛
貸
興
と
本
銭
貸
輿

官
。
耕
や
貸
輿
拡
一
は
現
牛
紫
奥
と
本
銭
貸
呉
、
即
ち
耕
牛
の
僕
銭
を
貸
し
て
自
ち
購
入
せ
し
め
る
貸
興
と
が
あ
り
、
齢
者
は
官
悶
小
作
人
及

宋
代
の
種
牛
に
就
い
れ
て

セ



終
代
。
程
晶
ー
に
就
い
て

ぴ
一
般
農
民
の
侮
れ
に
翻
刻
し
て
も
行
は
れ
ι

後
者
は
殆
ん
さ
一
般
農
民
に
齢
制
し
て
の
み
行
は
れ
、
官
田
小
作
入
院
恕
し
て
行
は
れ
た
史
例
は
見
F

出
し
難
u
v
o

宮
田
小
作
人
及
び
一
般
農
民
へ
の
現
牛
貸
輿
は
先
一
越
の
寄
養
牛
に
そ
D
確
賓
な
詮
例
を
認
め
得
る
の
で
、
震
を
さ
げ
て
更
に
温
加

拳
例
ず
る
を
や
め
、
専
ら
本
銭
貸
輿
の
例
を
示
し
て
治
く
。

A 

績
都
会
的
遁
鑑
長
続
一
一
四
華
道
一
一
年
七
月
庚
申
の
僚
の
太
常
博
士
・
直
史
一
館
陳
靖
の
雪
印
払

糟
又
言
。
漣
民
復
業
及
浮
客
諸
国
者
。
委
農
官
勘
験
。
以
給
授
国
土
牧
附
版
籍
。
州
献
納
未
得
議
共
差
校
。
其
乏
濁
糧
耕
牛
者
。
令
請
農
以

官
銭
給
借
。
一
武
器
。

と
あ
り
、
宋
曾
要
・
食
貨
一
曲
旋
回
雑
録
・
・
淳
化
五
年
三
月
の
僚
に

以
宋
・
亮
・
陳
・
頴
州
民
無
牛
畜
者
。
自
挽
撃
而
耕
。
図
令
逐
鹿
人
戸
菌
甲
。
毎
一
牛
官
借
銭
一
一
一
千
。
令
自
子
江
湖
市
之
。
一
京
一
式
。

と
あ
る
等
は
北
宋
初
期
の
例
で
あ
る
。
向
淳
化
五
年
の
牛
債
本
銭
一
z
a－－a
は
稲
米
五
六
石
ハ
日
本
の
一
石
七
八
斗
前
後
）
分
花
賞
一
り
、
録
り
低
き

に
す
ぎ
る
の
で
賞
牛
助
成
銭
の
意
味
と
し
て
自
供
出
さ
れ
た
も
の
か
と
も
思
は
れ
る
が
、
か
く
断
定
す
る
依
撲
は
な
い
。
績
一
笠
間
遁
鑑
一
長
編
一
点

康
定
元
年
十
二
月
乙
己
の
僚
記

太
宗
皇
帝
時
。
常
綿
一
一
嘗
貸
一
棟
・
義
民
銭
。
市
牛
而
耕
o

と
あ
る
は
上
掲
薄
化
の
こ
と
を
指
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
宋
曾
要
・
食
貨
・
農
回
雑
録
・
元
結
六
年
九
R
二
十
五
日
の
僚
に

詔
）
拘
束
路
提
可
。
持
一
鱗
・
府
・
豊
鮎
川
〔
霊
能
西
賊
掠
耕
牛
入
戸
。
特
許
一
雲
南
平
均
鰻
内
畑
恵
緩
罪
時

fTo

と
あ
る
は
北
栄
晩
期
の
例
で
あ
る
。
南
宋
時
代
に
入
る
と
流
民
の
蹄
業
者
、
金
か
ら
D
蹄
正
者
、
’
採
返
軍
人
等
を
安
斡
す
る
矯
め
の
牛
本
銭
貸

興
や
金
寧
侵
入
の
直
接
間
接
D
被
害
で
耕
牛
を
失
っ
た
者
を
教
ふ
矯
め
の
牛
本
銭
貸
輿
等
が
盛
ん
に
行
は
れ
た
。
栄
舎
要
・
食
賞
一
曲
演
田
雑
録



県
阻
年
六
怠
広
信
抄
僚
に

新
差
品
種
織
田
建
麗
州
仇
愈
言
。
乞
支
降
銭
。
専
充
賞
品
工
借
契
蕗
業
入
戸
。
桝
認
。
借
支
銭
一
寓
貫
ー

と
あ
る
は
館
業
人
へ
の
貸
競
例
で
あ
り
、
開
港
・
紹
興
ニ
年
四
月
十
自
の
僚
に

、
秘
書
援
様
侍
締
一
一
請
。
昨
承
指
揮
於
棺
貨
務
支
持
見
銭
五
寓
賞
。
充
檎
伊
東
入
戸
借
貸
。
牧
資
牛
具
。
縁
本
路
牛
審
僚
高
。
欲
分
議
官
前
一
雨

漸
路
牧
貿

と
あ
り
、
開
審
・
食
武
一
一
一
替
邸
機
鋒
陸
興
完
結
・
ニ
瓦
十
八
日
の
様
の
戸
部
員
外
部
i

器
使
一
締
法
鴇
方
。
寄
託
、
忠
義
軍
の
選
m
偶
者
。
蕗
置
に
就
い
て

実
験

y

ハ
退
役
者
〉
。
信
子
一
一
一
家
或
四
家
間
共
関
借
営
競
牧
寅
耕
牛
、
髄
借
穣
子
。
路
一
巡
犠
耕
土
地
。
務
時
布
種
。
一
誠
一
出
。

と
あ
る
は
擦
返
寧
人
へ

D
本
銭
貸
興
の
例
で
あ
る
。
常
類
例
は
飽
に
も
散
見
す
る
。

営
問
小
作
人
へ

O
本
銭
祭
典
。
例
が
見
出
し
難
い
こ
と
は
先
民
一
一
宮
し
た
如
く
で
あ
る
。
践
の
と
と
か
ら
痕
ち
に
小
作
人
へ
の
本
銭
貸
興
が

行
は
れ
た
か
っ
た
と
断
定
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
然
し
官
経
・
勝
同
開
の
盛
ん
に
興
置
せ
ら
れ
た
臨
栄
O
滋
南
地
方
は
金
家
活
掠
の
あ
と
を
法

ぜ
て
土
地
荒
れ
耕
牛
乏
絶
し
て
農
作
援
は
歩
、
宮
の
替
呂
・
宮
廷
設
置
も
か
う
し
た
不
振
に
器
廃
し
た
も
む
に
外
友
ら
ね
の
で
あ
る
か
ち
、
か

う
し
た
耕
牛
紋
乏
地
の
小
作
人
松
山
織
を
貸
し
た
所
で
、
極
め
て
無
力
な
綾
等
が
現
震
に
牛
と
換
へ
る
こ
と
は
腐
難
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
「
曾

経
賦
馬
。
民
間
耕
牛
多
被
殺
醸
」
と
訟
は
れ
、
「
江
北
路
銀
残
破
日
久
。
続
無
販
費
牛
藩
一
」
と
一
試
は
れ
た
様
件
。
下
に
興
霞
せ
ら
れ
た
治
南
地

方
の
官
問
。
小
作
人
が
政
府
貸
輿
の
銭
本
を
一
以

τ個
々
に
謡
々
一
階
街
・
騒
建
・
庚
束
等
の
非
戦
災
地
に
牛
を
購
め
歩
く
こ
と
は
賓
擦
に
は
出
来

た
か
っ
た
替
で
お
る
Q

縫
っ
て
宮
田
小
作
人
へ
の
貸
輿
除
幕
ち
説
牛
を
以
て
行
は
れ
た
も
り
と
思
は
れ
る
。
践
し
に
南
宋
政
府
は
雨
滋
・
繭
建
・

康
一
束
。
賭
路
か
ら
小
作
人
に
貸
す
耕
牛
を
大
量
拡
質
入
れ
、
官
の
乎
で
北
設
し
て
ゐ
る
り
で
あ
る
。
つ
ま
hv
小
作
人
へ
の
牛
r

本
銭
貸
輿
は
事
費

あ
ま
り
行
は
れ
な
か
っ
た
吹
と
考
へ
ち
れ
る
の
で
あ
る
。
牛
本
銭
の
貸
奥
は
戟
災
の
復
興
が
或
る
程
度
進
み
、
耕
牛
の
移
入
も
行
は
れ
る
様
に
な

っ
て
後
ち
、
欝
葉
、
・
勝
五
を
勧
奨
し
、
棟
返
軍
人
を
安
，
輯
し
、
一
般
貧
農
の
生
産
意
惑
を
振
興
せ
ん
が
矯
め
に
盛
ん
と
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

来
侠
骨
粗
ゃ
に
就
い
て

先



宋
代
の
租
牛
に
就
い
て

。

勿
論
、
紹
興
初
年
に
も
本
銭
貸
奥
の
例
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
盛
期
せ
ら
れ
た
の
は
紹
興
中
葉
以
後
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。

年
賦
償
還
と
牛
穂
積
牧

ω 

官
よ
り
現
牛
も
し
く
は
牛
本
銭
の
貸
興
を
受
け
た
も
D
は
、
年
賠
償
還
を
な
す
か
、
又
は
借
受
賞
料
た
る
牛
租
を
徴
牧
せ
ら
れ
る
か
、
そ
の

何
れ
か
で
あ
っ
た
。
牛
本
銭
の
貸
輿
を
受
げ
た
場
合
は
殆
ん

E
年
賦
償
還
で
あ
っ
た
。
舎
要
・
食
貨
一
農
民
雑
録
・
元
一
路
六
年
九
月
二
十
五
日

の
僚
に
鱗
・
府
・
豊
諸
到
の
農
民
で
西
賊
の
震
め
耕
牛
を
却
掠
せ
ら
れ
た
者
へ
の
恕
策
を
の
ペ

τ

曾
経
西
賊
琢
掠
耕
牛
人
戸
。
特
許
於
常
一
や
銭
内
債
銭
貿
牛
。
其
所
債
銭
。
漸
攻
催
納
G

と
あ
り
、
間
容
・
間
四
年
六
月
二
日
の
僚
拡

新
差
穣
稜
遺
産
州
杭
念
言
。
名
支
降
銭
専
充
寅
牛
借
輿
館
業
人
戸
。
資
限
謹
本
。
庶
幾
接
済
安
民
。
以
庚
耕
施
。
詔
借
支
銭
一
高
賞
。

と
あ
る
等
は
そ
の
数
例
で
あ
る
。
現
牛
貸
典
主
受
け
た
者
は
年
賠
償
還
主
さ
せ
ら
れ
る
場
合
と
牛
租
を
支
梯
は
せ
ち
れ
る
場
合
と
が
あ
ク
た
。

殊
に
一
般
農
民
へ
の
貸
奥
に
は
此
の
ニ
ハ

J

の
場
合
が
共
に
慈
舟
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。
曾
要
－
A
良
質
山
一
替
問
雑
鎌
・
紹
興
六
年
十
月
二
十
二
日
の
傑

に

都
督
行
府
言
。
乞
。
令
提
領
抗
溌
等
路
替
問
認
。
予
見
寄
護
牛
内
。
就
活
支
機
一
一
一
一
白
頭
件
霧
器
府
。
一
一
白
旗
付
濠
州
定
選
懸
。
仰
疾
建
計

置
笥
，
次
起
職
自
前
去
。
委
採
障
及
定
濯
知
懸
。
借
給
跨
業
一
人
戸
耕
種
。
完
納
租
課
。
候
牧
成
B
G
興
作
五
年
議
約
ι
毎
牛
一
一
説
。
止
令
納
銭

一
百
貫
省
。
従
乙
。

と
設
業
人
戸
に
現
牛
島
号
、
そ
の
代
償
百
貫
文
省
主
撃
の
議
償
還
と
し
て
す
、
開
審
・
喜
一
一
一
宮
雑
録
・
権
輿
元
年
二
月

十
八
日
の
僚
の
潟
方
の
震
に
引
く
抑
制
英
一
一
一
十
一
年
十
二
月
の
赦
藍
問
中
に

妻
郡
m
江
常
卒
司
官
。
予
本
路
支
援
常
平
銭
枚
賞
耕
牛
農
具
。
受
付
港
南
常
平
可
。
給
借
入
戸
耕
種
。
菟
約
程
課
。
侯
及
一
一
一
年
分
限
詮
約
債

銭



と
あ
っ
で
現
牛
貸
典
後
一
一
一
年
を
経
て
か
ー
ら
年
賦
償
還
せ
し
U

の
て
ゐ
る
等
は
一
般
農
民
の
年
賦
償
還
の
例
で
あ
り
、
同
書
・
食
貨
一
、
一
替
回
雑
録
白

紹
興
六
年
九
月
二
十
一
日
。
僚
に

都
替
行
府
営
目
。
誇
路
州
将
。
一
体
…
寄
養
牛
d

穣
那
一
卒
。
許
関
牛
人
戸
程
賞
。
依
本
庭
郷
原
例
。
合
約
牛
粗
。
以
十
分
鋳
容
。
量
減
二
分
。

と
あ
る
は
一
般
農
民
の
牛
租
納
付
の
例
で
あ
る
。
牛
租
納
入
の
例
は
後
文
に
多
数
引
用
す
る
O
で
右
の
一
例
に
止
め
て
な
く
。

官
挺
・
笹
田
等
の
小
作
人
の
官
牛
借
用
は
殆
ん

E
現
牛
に
限
ら
れ
て
居
た
と
と
、
先
述
。
如
く
で
あ
る
が
、
そ
の
代
償
は
又
殆
ん
ぎ
牛
租
D

支
鋳
例
の
み
が
停
べ
ら
れ
、
年
賦
償
還

ω例
は
見
出
し
難
い
。
宋
曾
要
・
食
貨
一
一
笹
田
雑
録
・
紹
興
五
年
四
月
二
十
一
日
の
俵
O
臣
僚
の
言
に

其
替
問
。
許
募
民
間
情
願
縄
者
。
官
潟
給
借
樋
線
。
毎
一
一
耕
牛
約
課
一
十
石
。
約
課
箱
軽
Q

一広一五。

と
あ
り
、
問
書
・
食
質
一
一
一
倍
田
雑
録
・
紹
興
二
十
二
年
十
一
月
十
八
日
の
僚
の
南
郊
赦
に

勘
曾
。
租
佃
笹
田
持
寄
養
諸
色
官
牛
。
毎
歳
雨
料
牧
約
課
子
。
一
広
一
宮
。

と
あ
る
等
は
替
田
・
官
涯
の
小
作
人
が
官
牛
を
借
り
、
牛
租
を
納
め
て
ゐ
先
例
で
あ
る
。
牛
課
・
課
子
は
、
此
O
場
合
、
共
巳
牛
租
の
こ
と
で

あ
る
。
官
田
小
作
人
の
牛
租
に
就
い
て
も
後
文
に
多
数
例
を
示
す
り
で
、
此
所
で
は
各
一
例
を
あ
げ
る
に
止
め
て
お
く
。
小
作
人
の
年
獄
償
還

は
そ
の
例
を
見
出
し
難
い
こ
と
先
越
の
如
《
で
、
此
の
こ
と
か
ら
そ
れ
が
絶
無
で
あ
0
・
た
と
の
断
定
を
下
す
と
と
は
許
さ
れ
な
い
に
し
て
も
、

儀
り
行
は
れ
な
か
っ
た
と
と
だ
け
は
誤
り
な
い
で
あ
ら
う
。

以
主
を
要
す
る
席
、
栄
代
官
府
の
耕
牛
貸
奥
は
宮
廷
・
拙
富
田
等

ω
官
同
小
作
人
及
び
一
般
農
民
の
双
方
向
れ
に
謝
し
で
も
行
は
れ
、
叉
現
牛

貸
輿
と
牛
本
銭
貸
興
と
の
こ
方
式
が
あ
っ
た
が
、
官
田
小
作
人
へ
の
貸
奥
は
現
牛
を
以
て
す
る
場
合
が
殆
ん
ぎ
で
あ
り
、

は
現
牛
・
牛
本
銭
の
双
方
が
爵
々
相
並
ん
で
貸
出
さ
れ
て
ぬ
た
。
又
そ
の
貸
輿
に
削
到
し
で
は
年
賦
償
還
か
牛
租
支
掛
か
の
何
れ
か
が
要
求
せ
ら

れ
た
が
、
牛
本
銭
の
一
一
合
は
年
賦
償
還
、
｝
般
農
民
へ
の
現
牛
貸
典
。
の
場
合
は
年
賦
償
還
か
牛
租
か
の
何
れ
か
二
点
、
宮
田
小
作
人
D
場
合
は

殆
ん

E
牛
租
の
み
を
僚
件
と
し
て
ゐ
た
ι
即
ち
牛
租
冶
支
錦
っ
た
の
は
宮
田
小
作
人
の
官
牛
借
泊
者
の
殆
ん

E
す
べ
て
と
‘

朱
代
の
認
、
牛
拡
就
い
て

一
般
農
民
へ
の
貸
奥
’

一
般
農
民
で
現
牛



来
持
。
租
牛
K
麓
い
て

を
借
用
し
た
も
の
の
中
、
牛
租
支
換
を
傑
件
と
し
て
ゐ
究
者
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

E
程

牛

創

の

行

用

穏
牛
制
、
却
ち
耕
牛
を
貸
し
渡
し
そ
の
牛
租
を
と
る
貨
や
様
式
は
主
と
し
て
営
牛
に
於
い
て
一
行
は
れ
て
ゐ
に
。
治
も
宋
曾
要
・
食
袋
二
替
問

雑
録
一
，
紹
興
六
年
九
月
二
十
一
日
の
僚
に

都
骨
行
府
曾
。
諸
路
州
勝
。
崎
将
容
議
牛
。
穣
那
一
傘
。
許
蹴
牛
ん
戸
秘
策
。
依
本
島
卿
淑
例
。
合
約
牛
組
。
以
十
分
矯
率
。
量
減
ニ
分
。

一宮
4
A
G

と
あ
る
に
依
ワ
て
察
せ
ら
れ
る
如
く
、
民
間
に
も
行
は
れ
、
そ
O
牛
租
に
就
い
て
も
慣
行
の
綴
が
決
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
叉
後
述
す
る
如

く
、
寺
廟
宮
観
O
耕
牛
に
も
租
牛
様
式
を
以
℃
貸
輿
せ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
が
あ
っ
た
。
然
し
民
間
貸
、
牛
θ
主
様
式
は
賃
牛
で
、
租
牛
が
主
様
式

と
な
っ
て
ゐ
た
の
は
、
や
は
り
官
の
紫
牛
で
る
っ
た
。
指
し
て
官
の
租
牛
で
牛
租
を
徴
し
て
ゐ
た
り
は
宮
田
小
作
入
。
殆
ん
ど
金
借
牛
者
と
、

一
般
農
民
中
の
現
牛
借
用
者
の
一
部
と
で
あ
っ
た
＠
か
う
し
た
官
租
牛
が
醤
家
の
農
業
政
策
、
殊
に
皆
同
・
官
娃
等
に
封
ず
る
輿
罷
の
方
針
如

何
記
よ
っ
て
盛
義
行
罷
の
大
き
な
影
響
を
受
け
た
ζ

と
は
一
広
ふ
訟
も
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
栄
代
宮
租
牛
の
史
料
を
通
覧
す
る
託
、
北
宋
初
期
と

南
宋
前
中
期
と
に
そ
の
関
係
記
事
が
多
く
、
氏
。
二
時
期
に
多
く
の
問
題
を
提
供
し
て
ゐ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
よ
っ
て
北
宋
時
代
と
南
宋

時
代
と
に
分
っ
て
官
租
牛
の
行
罷
の
諮
を
探
担
、
併
せ
て
民
間
租
牛
で
比
較
的
史
料
の
残
さ
れ
て
ゐ
る
寺
鶴
宮
観
の
租
牛
を
蒋
誘
ず
る
と
と
と

す
る
Q

∞

北

栄

の

官

租

牛

北
宋
の
官
租
牛
に
関
す
る
記
事
は
殆
ん
E
宋
－
初
に
限
ら
れ
、
立
っ
そ
れ
は
牛
租
免
除
を
俸
へ
た
も
の
り
み
で
あ
る
。
吏
に
禽
そ
の
牛
程
の
由

来
を
見
る
拡
、
大
抵
五
代
列
閣
の
官
租
牛
の
名
残
り
で
あ
る
。

党．

2
百
五
代
史
主
席
書
・
太
一
躍
紀
・
康
一
娘
三
年
E
Z
A
U
僚
に



イ－
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又
東
南
都
邑
各
有
租
牛
課
戸
。
往
図
梁
太
融
渡
准
Q

寧
士
掠
民
牛
。
以
子
高
計
。
梁
太
甑
意
給
輿
諸
州
民
。
輪
組
課
。
自
是
六
十
儀

載
。
時
移
代
改
。
牛
程
健
在
。
百
姓
苦
之
ρ

歪
是
時
特
輿
除
放
。

と
あ
っ
て
、
後
梁
の
太
組
が
准
南
の
英
閣
の
民
よ
り
彩
し
い
m
耕
牛
を
掠
奪
し
て
蹄
り
、
自
閣
の
農
民
に
貸
し
、
そ
の
穏
を
徴
し
て
ゐ
た
と
一
E

ふ
。
所
で
そ
の
牛
が
築
宛
し
て
後
ち
も
依
然
そ
の
穏
を
徴
し
て
ゐ
に
と
一
氏
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
飼
養
の
責
任
は
借
り
手
D
農
民
に
在
っ
た

と
と
と
な
り
、
従
っ
て
そ
の
貸
輿
は
貸
渡
し
の
形
式
、
即
ち
租
牛
で
あ
っ
た
と
と
と
な
る
。
准
南
は
金
車
の
侵
入
し
た
南
宋
の
初
め
と
そ
、
そ

の
被
害
の
矯
め
大
い
に
耕
牛
の
紙
乏
を
来
し
て
ゐ
た
が
、
元
来
は
産
牛
地
で
あ
っ
て
、
北
宋
時
代
に
於
い
て
も
常
に
北
支
へ
の
耕
牛
供
給
地
と

怠
っ
て
ゐ
た
。
つ
ま
り
北
支
は
耕
牛
の
自
給
自
足
が
困
難
で
、
准
南
よ
り
移
入
し
、
叉
審
牛
を
も
轍
入
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
と
に
後
梁

の
太
一
凪
の
掠
牛
作
戦
の
一
大
原
図
が
あ
っ
た
も
の
と
想
は
れ
る
。
冊
目
肘
一
主
主
主
帝
主
部
・
招
懐
門
・
庚
順
二
年
八
月
の
僚
に

准
南
界
停
獲
耕
牛
雑
音
。
詔
議
選
本
慮
。

と
あ
る
に
依
れ
ば
、
後
周
で
も
准
南
牛
掠
奪
戦
を
や
っ
て
ゐ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

次
に
績
資
治
運
鑑
一
長
編
時
四
威
一
主
平
四
月
己
来
。
僚
に

初
馬
氏
ハ
楚
園
主
〉
盟
帯
数
。
州
ハ
海
州
〉
人
歳
出
絹
。
謂
之
地
説
。
及
潜
美
ハ
栄
符
）
定
湖
南
。
計
屋
毎
間
轍
絹
丈
一
一
一
尺
。
謂
之
屋
務
。

轡
田
戸
給
牛
。
歳
職
米
関
斜
。
牛
宛
猪
職
。
謂
乙
枯
骨
税
。

と
て
笹
田
戸
に
牛
を
貸
し
、
毎
歳
米
自
斜
の
程
を
徴
し
、
牛
の
鍔
一
苑
後
も
緩
い
て
租
を
と
っ
て
ゐ
た
と
一
式
ふ
か
ら
？
蕗
れ
も
亦
貸
渡
し
D
租
牛

濯
場
器
、
宵
右
記
事
の
文
面
か
ち
は
助
れ
が
楚
因
。
馬
氏
の
創
め
た
も
D
か
、
宋
務
潜
美
が
湖
南
平
定
の
際
に
初
め
た
も
り
か
、
判
明
じ
難
い

が
、
宋
曾
要
・
食
貨
七
水
利
・
紹
興
七
年
一
日
一
局
十
九
日
の
僚
の
雨
漸
路
安
撫
制
置
大
使
象
知
臨
安
府
富
隈
浩
の
嘗
に

五
代
時
。
馬
氏
名
犯
嬢
湖
南
。
湾
周
東
二
十
塁
。
因
諸
山
之
泉
築
堤
抑
制
水
。
続
日
韓
婚
。
港
紙
公
私
一
寓
徐
頃
。
葱
民
一
方
。

廓

詩

、

と
あ
る
か
ら
、
や
は
り
楚
の
馬
氏
。
遺
制
と
見
る
可
き
で
あ
ら
う
。

来
代
＠
程
牛
に
就
い
て

一人目白一



宋
代
の
租
牛
に
就
い
て

会
員
資
治
活
鑑
長
一
瓶
問
一
一
太
平
興
園
八
年
八
月
笑
巴
O
俊一に

認
。
桂
州
管
内
G

桝
。
先
以
官
牛
一
粉
輿
民
Q

歳
取
組
。
牛
苑
而
窓
袋
三
飛
車
。
一
室
。

酔
悶
晶

と
あ
る
の
も
、
や
は
り
租
牛
で
あ
る
。
桂
州
は
五
代
列
磁
の
一
た
る
南
漢
の
領
州
で
、
太
平
興
園
八
年
は
宋
が
南
漢
を
滅
し
て
十
二
年
目
で
あ

る
か
ら
、
此
れ
亦
－
列
閣
の
遺
制
と
見
て
誤
り
あ
る
ま
い
。
次
に
宋
曾
要
・
食
貨
一
一
鏑
放
雑
録
・
淳
化
一
五
年
八
月
O
保
広

認
。
興
佑
軍
。
一
隅
斯
儲
命
日
。
以
官
牛
賦
子
民
。
競
輪
租
米
。
！
牛
或
宛
損
。
期
令
買
償
。
自
今
除
之
。
の
以
官
牛
給
租
牛
戸
。

H
口民
U

と
あ
っ
て
、
爾
祈
で
も
呉
越
時
代
巴
租
牛
を
行
っ
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
又
同
巻
に
は
威
平
一
冗
年
二
月
の
僚
に

路

除
渠
・
間
二
州
訪
牛
骨
税
銭
Q

と
あ
っ
℃
四
川
方
面
で
も
租
牛
の
行
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
か
察
せ
ら
れ
る
G

「
一
路
牛
骨
税
銭
」
の
一
日
刊
は
誤
字
を
含
ん
で
ゐ
る
ら
し
く
、
明
確
に

は
解
説
し
得
な
い
が
、
此
れ
が
租
牛
で
あ
っ
た
こ
と
は
上
識
の
湾
州
の
枯
骨
挽
か
ら
類
推
せ
ら
れ
る
。
或
は
「
一
桁
」
は
「
桔
」
の
誤
停
で
は
あ

H
H
a
u
 

る
ま
い
か
ρ

右
は
虞
宗
O
初
年
の
と
と
で
あ
る
が
、
や
は
り
五
代
列
協
の
遺
制
で
あ
ら
う
0

・
次
に
・
宋
曾
要
・
食
貨

ι
商
積
一
線
録
・
太
平
奥
歯
六
年
十
月
の
俊
広

詔
o

密
州
管
内
官
牛
百
二
十
六
頭
。
先
一
裕
於
民
心
歳
一
輪
組
委
四
百
二
十
頭
開
之
牛
己
苑
一
同
粗
末
完
l

白
金
議
乙
。

時
U
F

，‘

と
あ
る
の
も
一
か
に
租
牛
で
あ
る
。
比
れ
ポ
五
代
の
遺
制
で
あ
る
か
否
か
は
明
か
で
な
く
、
寧
ろ
文
面
か
ら
は
宋
初
の
貸
牛
な
る
か
の
印
象
さ

へ
受
げ
る
が
、
太
平
興
国
六
年
は
宋
の
建
国
か
ら
二
十
二
年
目
に
営
る
の
で
、
牛
租
が
免
除
せ
ら
れ
る
O
が
概
ね
二
十
年
以
上
を
経
て
ゐ
る
例

か
ら
見
て
、
や
は
り
五
代
の
遺
制
と
解
す
可
き
も
の
の
様
に
思
は
れ
る
o
降
っ
て
績
雲
市
議
鑑
一
長
編

4
fへ
中
静
符
二
年
六
月
丁
酋
の
僚
に

除
各
州
宿
松
問
料
官
延
長
生
牛
。

と
あ
る
長
生
牛
も
、
後
章
拡
詮
越
す
る
如
く
、
網
此
の
場
合
は
程
牛
に
外
な
ら
示
、
そ
の
一
異
一
稽
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
此
れ
を
以

て
官
癒
O
小
作
人
へ
の
組
牛
貸
興
の
一
例
主
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
大
中
鮮
符
二
年
は
宋
の
建
間
後
日
に
約
五
十
年
、
夫
下
統
一
後
約
一
一
一
十
年



を
経
て
ゐ
る
の
で
、
果
し
て
五
代
の
遺
制
で
あ
る
か
E
う
か
判
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
此
の
持
起
に
貸
牛
以
来
相
営
の
年
数
k
経
て
ゐ
た

で
あ
ち
う
か
ら
、
五
代
の
風
が
尾
を
引
い
た
も
り
と
ー
見
る
こ
と
は
容
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

栄
初
の
宮
租
牛
に
就
い
て
按
索
し
得
た
史
料
は
、
目
下
D
所
、
以
上
の
敷
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
誇
史
料
か
ら
次
の

諸
慰
恨
導
き
出
さ
れ
る
。
先
バ
ソ
そ
の
第
一
は
五
代
及
び
列
国
が
共
に
官
租
牛
を
行
っ
て
ゐ
た
と
一
宮
ふ
と
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
此
の
官
租
牛
が

宮
田
の
小
作
人
に
艶
し
て
行
は
れ
る
場
合
と
一
般
農
民
に
劃
し
て
行
は
れ
る
場
合
、
即
ち
官
が
地
主
と
し
て
行
ふ
場
合
と
園
家
と
し
て
行
ふ
場

合
と
の
二
つ
あ
っ
た
と
云
ふ
と
と
で
あ
る
。
上
掲
揮
州
・
箭
州
の
も
の
は
前
者
の
例
、
梁
の
太
楓
・
桂
州
・
興
化
軍
・
渠
関
矯
州
・
密
州
の
も

。
は
後
者
の
例
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
宋
代
の
官
租
牛
と
金
く
同
様
で
あ
る
か
ら
、
宋
代
の
官
租
牛
は
臼
に
五
代
、
延
い
て
は
恐
ら
く
唐
代

に
行
は
れ
て
ゐ
た
所
を
反
覆
し
た
に
す
ぎ
払
い
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
第
一
一
一
は
此
の
官
租
牛
の
牛
租
は
耕
牛
の
苑
後
も
引
緩
い
て
徴
牧

せ
ち
れ
、
久
し
き
は
六
十
年
に
も
及
ぷ
弊
容
を
伴
っ
て
ゐ
た
こ
と
、
宋
初
の
官
租
牛
に
関
す
る
所
偉
は
専
ら
そ
れ
の
除
放
記
事
の
み
で
あ
る
と

v

一
覧
ふ
と
と
で
あ
る
。
同
巴
弊
害
は
や
が
て
南
宋
の
宮
田
に
も
額
著
に
著
れ
る
の
で
あ
る
が
、
北
宋
O
初
め
に
は
専
心
助
れ
が
除
放
に
つ
と
め
て

ゐ
る
D
で
あ
る
0

4

ん
も
そ
の
徐
肢
の
先
例
は
五
代
最
後
の
玉
朝
た
る
後
周
が
聞
い
て
ゐ
る
。

程
牛
の
籍
苑
に
就
い
て
借
り
手
が
責
任
を
負
は
さ
れ
、
苑
後
も
そ
の
租
を
と
ら
れ
た
の
は
、
租
牛
が
耕
牛
の
貸
し
渡
し
で
そ
り
飼
養
D
責
め

は
一
に
借
り
手
に
在
っ
た
か
ら
で
、
舞
苑
が
飼
養
上
の
不
注
意
か
ら
超
，
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
も
首
背
出
来
な
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
平
均

十
五
年
程
度
と
云
は
れ
る
耕
牛
の
需
命
を
無
闘
し
て
コ
一
十
年
或
は
六
十
年
を
経
に
後
ち
迄
租
を
と
る
の
は
金
く
不
合
理
で
あ
る
ο
然
も
現
貨
に

は
此
の
弊
害
が
一
般
化
し
、
官
租
牛
の
み
な
ら
宇
、
後
述
す
る
如
く
、
寺
廟
の
租
牛
に
も
伶
生
し
て
ゐ
る
0

．
五
代
で
は
各
図
共
に
宮
図
策
、
特

に
圏
家
財
牧
の
増
大
策
と
し
て
官
租
牛
が
盛
ん
に
行
は
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
第
苑
後
徴
租
の
弊
害
も
盛
ん
で
あ
っ
た
の
を
、
宋
は
建
園
統
一
の

事
業
が
新
む
に
連
れ

τ切
実
一
蔵
省
一
整
理
し
て
行
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
冊
府
一
克
一
龍
一
均
九
帝
王
部

a
赦
宥
問
ハ
・
後
麿
・
長
興
元
年
ニ
月
乙
卵
白
僚
に

緒
川
州
府
磐
田
・
戸
部
隊
鰭
欠
租
課
・
房
一
店
利
潤
i

逃
移
入
戸
－

m一
望
！
音
。
桝
。
挫
…
県
内
側
除
a

宋
代
、
句
程
牛
に
就
い
て

一一品



来
代
の
程
ゃ
に
就
い
て

求

と
て
宛
損
牛
畜
の
錫
除
を
許
し
た
認
が
見
え
る
ι
此
の
伺
を
只
一
見
し
た
だ
げ
で
は
何
の
意
味
か
判
ら
な
い
が
、
牛
租
に
関
す
る
上
惑
の
遁
弊

を
知
事
、
更
に
上
文
に
皆
同
と
あ
る
を
参
照
す
れ
ば
、
路
れ
が
官
田
小
作
入
に
封
ず
る
租
牛
の
宛
損
せ
る
者
に
封
ず
る
牛
粧
＠
琵
除
で
あ
る
と

と
は
容
易
に
察
せ
ら
れ
よ
う
o
m
w
ち
五
代
で
も
治
績
を
以
て
知
ら
れ
た
後
唐
の
明
宗
の
時
に
は
苑
損
牛
の
徴
租
の
不
合
理
を
認
め
、
此
れ
を
発

除
す
る
認
が
出
さ
れ
て
ゐ
に
の
で
あ
る
。
然
し
か
う
し
た
免
除
の
命
令
も
費
際
に
は
殆
ん

E
行
は
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
後

唐
の
前
の
主
朝
た
る
後
梁
の
牛
租
が
、
宮
田
小
作
人
へ
の
租
牛
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
助
の
時
駿
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
後
周
の
世
に
及
ん

で
ゐ
る
事
賓
か
ら
推
察
せ
ち
れ
る
o

蓋
し
五
代
列
閣
の
世
は
苛
数
誌
求
。
軍
関
政
治
が
行
は
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
、
か
く
て
有
ち
越
さ
れ
た
死
損

牛
の
牛
租
が
宋
初
太
平
の
文
治
政
治
の
儀
津
で
取
除
か
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

北
宋
百
五
十
年
を
遇
じ
て
、
宮
租
牛
の
史
料
は
、
管
見
の
限
り
、
宋
初
の
既
掲
数
個
に
限
ら
れ
、
旦
っ
そ
れ
ら
は
悉
く
五
代
の
遺
弊
取
除
き

〆
に
隠
す
る
も
の
θ
み
で
、
そ
の
後
租
牛
或
は
牛
租
に
関
す
る
史
料
は
未
だ
見
出
せ
左
い
。
租
牛
に
限
ら
4
y
、
宮
の
農
民
へ
の
貸
牛
自
躍
が
、
牛

本
銭
の
貸
輿
史
料
は
見
出
し
得
る
も
、
現
牛
そ
の
も
の
の
貸
輿
記
事
は
見
出
し
難
い
と
と
、
先
に
一
一
一
詰
問
し
た
如
く
で
あ
る
。
北
宋
時
代
は
天
下

泰
干
の
飴
津
に
よ
っ
て
農
産
・
牛
畜
共
に
豊
富
潤
津
で
そ
の
流
温
も
闘
帯
広
行
は
れ
‘
官
出
興
置
・
現
牛
貸
輿
の
必
要
は
な
く
、
救
貧
血
九
農
の

矯
め
に
は
一
般
貧
農
へ
の
牛
本
銭
の
貸
輿
を
以
て
路
々
そ
の
目
的
を
達
し
得
た
の
で
、
宛
損
牛
租
鰻
徴
の
弊
を
伴
ふ
租
牛
制
を
つ
と
め
て
さ

げ
、
年
賦
償
還
を
僚
件
と
す
る
牛
本
銭
貸
奥
の
方
針
を
と
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
つ
ま
り
北
宋
自
身
は
殆
ん

E
租
牛
を
行
は
や
ノ
、
寧
る
宋
初

に
於
い
て
五
代
官
租
牛
の
遺
弊
を
整
理
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
の
で
あ
る
。

＠

南

宋

D

官

租

牛

北
宋
時
代
に
は
前
代
の
弊
害
に
鑑
み
て
つ
と
め
て
廻
越
し
℃
ゐ
た
官
租
牛
も
）
南
宋
時
代
に
入
る
と
情
勢
。
激
鐸
か
ら
再
び
盛
用
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
。
殊
に
南
宋
の
初
め
に
は
金
寧
の
侵
入
・
経
医
の
横
行
等
に
よ
っ
て
沼
港
地
帯
の
農
民
は
流
亡
し
田
畑
は
荒
れ
亡
農
産
頓
に
激

減
し
‘
秩
序
素
れ
て
物
資
D
流
遇
亦
国
滑
を
紋
き
、
糧
食
の
増
産
が
結
封
焦
眉
の
念
と
な
っ
た
矯
め
、
替
田
・
宮
廷
の
興
置
は
勿
論
、

一
般
農



民
の
生
態
礎
撒
が
議
要
注
鴎
策
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
、
と
と
に
官
の
現
牛
貸
興
が
盛
ん
と
な
っ
た
と
と
‘
先
広
論
述
し
た
如
く
で
あ
る
が
、
此

の
現
牛
貸
興
の
止
む
を
得
ね
盛
行
は
そ
の
貸
奥
様
式
と
し
て
租
牛
を
再
び
盛
ん
な
ら
し
め
、
揺
い
て
は
耕
牛
鍔
宛
後
牛
租
績
徴
の
鉢
害
主
も
蒋

稜
せ
じ
め
た
。
以
下
、
此
の
様
な
甫
宋
前
半
期
の
官
程
牛
に
就
い
て
具
樫
的
に
考
設
す
る
。

南
宋
の
官
租
牛
は
宮
…
出
小
作
人
と
一
般
農
民
と
の
蕊
方
何
れ
に
劃
し
で
も
行
は
れ
て
ゐ
た
。
宋
曾
一
嬰
・
食
貸
一
言
回
目
雑
録
・
紹
興
六
年
九
月

二
十
一
日
の
僚
に

都
替
行
府
言
。
諸
路
剣
勝
。
持
寄
養
牛
。
擢
郊
一
宇
G

許
闘
牛
人
戸
粗
食
。
依
本
麗
婚
原
例
。
合
約
牛
組
。
以
十
分
議
率
。
量
誠
二
分
。

除
一
命
寄
養
牛
兵
準
鑓
節
次
増
置
官
班
使
用
。
新
食
牛
田
州
国
土
不
致
斑
閑
。
諮
依
。
侃
揺
旋
租
質
過
牛
。
議
添
給
輿
営
舵
年
及
見
在
牛
数

以
開
。

と
あ
り
、
同
十
月
二
十
日
の
僚
に

都
替
行
府
言
。
提
奉
替
問
諸
路
州
蘇
。
持
寄
養
牛
租
賃
関
牛
人
戸
。
以
二
年
第
約
束
。
米
漏
五
年
。
不
得
報
取
。
従
之
。

と
あ
っ
て
官
。
寄
養
牛
ハ
後
趨
V

の
一
宇
を
一
般
農
民
の
闘
牛
戸
に
、
他
の
一
宇
を
宮
廷
の
小
作
人
に
貸
し
、
程
賞
を
徴
し
た
こ
と
が
見
え
る

が
、
そ
の
貸
興
期
間
は
初
め
ニ
年
を
以
て
約
束
し
、
護
足
に
は
五
年
以
上
と
改
b
て
ゐ
る
か
ら
、
此
れ
は
明
か
に
官
穏
牛
で
、
右
記
事
に
よ
り

官
租
牛
が
一
般
農
民
と
宮
田
小
作
人
と
の
双
方
に
封
レ
て
行
は
れ
で
ゐ
た
ζ

と
を
確
め
る
と
と
が
出
来
る
。
然
し
乍
ら
南
宋
の
文
献
に
山
山
℃
来

る
官
租
品
川
闘
係
の
記
事
は
殆
ん
芝
大
部
分
が
宮
田
小
作
人
関
係
の
も
の
で
、
一
般
農
民
額
係
の
も
の
は
極
め
て
少
い
。
即
ち
官
租
牛
は
宮
田
小

作
人
と
の
間
に
最
も
多
く
行
は
れ
、
従
っ
て
問
題
も
と
と
に
多
か
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
宋
曾
要
・
金
貨
安
両
国
雑
一
録
・
紹
興

守
五
年
四
月
二
十
一
日
の
僚
に
給

医
僚
官
。
荊
南
鎮
撫
育
百
姓
自
有
耕
牛
者
。
除
磯
納
絞
税
外
。
不
得
抑
勅
耕
種
替
問
。
其
替
田
許
募
民
間
情
額
種
者
。
宮
矯
給
借
樺
浪
。

毎
一
…
耕
牛
。
約
課
一
中
l
l

石
。
納
課
稽
較
。
一
民
法
。

栄
代
W
穏
や
に
就
い
て

一
台



来
代
の
租
牛
仁
就
い

τ

と
あ
り
、
問
書
・
食
貨
九
賦
挽
雑
録
・
紹
興
六
年
五
月
十
六
日
の
僚
に

~‘ 

殿
中
御
史
周
秘
言
。
溌
南
国
土
。
除
諸
佃
依
己
立
定
課
子
験
納
。
屯
田
合
官
私
主
分
外
。
其
儀
並
不
得
依
前
枚
撮
誤
子
。
如
奮
例
牛
租
乙

類
。
亦
令
一
切
禁
止
。

と
あ
る
等
に
よ
れ
ば
官
田
の
程
牛
は
己
に
紹
興
五
六
年
の
頃
に
行
は
れ
て
ゐ
た
ζ

と
が
知
ら
れ
る
。
紹
興
五
六
年
頃
は
南
宋
の
皆
目
・
官
廷
が

正
に
本
格
的
大
設
置
に
入
り
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
か
ら
、
官
程
牛
は
替
問
、
官
廷
の
設
置
と
共
に
そ
の
小
作
人
に
行
は
れ
た
わ
げ
で
あ

る。
甫
宋
が
穀
産
奨
鴎
の
矯
め
に
行
っ
た
耕
牛
貸
興
に
は
現
牛
貸
奥
と
本
銭
貸
奥
と
が
あ
り
、
前
者
は
官
出
小
作
人
と
一
般
農
民
の
一
部
と
に
封

し
、
後
者
は
一
般
農
民
の
一
部
に
封
し
で
の
み
行
は
れ
た
こ
と
、
貸
奥
の
支
挽
と
し
て
は
年
賦
償
還
と
牛
程
徴
牧
と
が
あ
り
、
前
者
は
主
と
し
‘

て
一
般
農
民
の
現
牛
・
本
銭
雨
貸
典
、
者
に
溜
用
せ
ら
れ
、
後
者
は
官
出
小
作
人
と
一
般
農
民
中
の
現
牛
貸
興
者
θ

一
部
と
に
趨
用
せ
ら
れ
て
ゐ

た
こ
と
等
は
先
に
説
明
し
た
如
く
で
あ
る
o
’
即
ち
牛
程
b
L
牧
め
る
程
牛
の
野
家
と
な
っ
て
ゐ
た
の
は
官
田
小
作
人
と
、

一
〆
般
農
民
中
の
現
牛
貸

興
者
の
一
部
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
般
農
民
の
借
平
者
は
自
作
又
は
自
小
作
λ
が
多
か
っ
た
と
思
は
れ
る
Q

民
間
の
純
小
作
入
は
そ
の
必

要
牛
力
を
彼
等
の
地
主
か
ら
賃
牛
じ
℃
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
‘
敢
て
官
よ
り
借
牛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
無
く
、
官
も
亦
民
間

純
小
作
人
の
と
と
は
尚
来
る
だ
け
そ
の
地
主
に
面
倒
を
見
さ
せ
る
方
針
を
と
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
牛
債
回
牧
の
見
込
み
少
い
彼
等
小
作

人
に
そ
の
地
主
主
さ
し
沿
い
て
耕
牛
貸
興
の
世
話
を
し
た
と
は
考
ヘ
難
い
。
民
間
小
作
人
た
る
客
戸
は
図
家
陀
謝
し
て
殆
ん
と
納
税
し
な
か
っ

た
の
で
、
そ
の
救
済
も
匿
接
図
家
の
歳
入
に
関
係
し
な
か
っ
た
が
‘
自
作
農
は
主
戸
と
し
て
税
を
負
携
し
、
税
戸
と
も
呼
ば
れ
て
ゐ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
流
亡
は
直
ち
に
挽
牧
に
影
響
し
、
此
れ
を
防
介
、
矯
め
に
は
図
家
の
教
施
例
振
蹴
が
必
要
で
あ
っ
た
。
か
う
し
た
事
情
か
ら
推
し
て

借
牛
の
一
般
農
民
は
自
作
又
は
自
小
作
人
が
大
部
分
で
あ
っ
た
と
推
測
せ
ら
れ
る
d

従
ヲ
て
官
牛
借
用
の
彼
等
自
作
農
又
は
自
点
作
農
は
、
そ

れ
に
よ
っ
て
接
張
し
、
又
は
手
入
れ
を
良
く
す
る
を
得
た
耕
地
か
ち
り
増
牧
の
一
部
を
以
て
牛
債
の
年
賦
償
還
に
充
て
得
る
可
能
性
が
あ
っ
た



の
で
あ
る
Q

所
が
小
作

λ
の
場
合
協
、
た
と
へ
耕
牛
の
借
用
に
よ
っ
て
増
牧
を
得

τも
、
自
作
農
に
比
ぺ
、
牧
穫
。
宇
分
前
後
を
小
作
料
に
充

て
ね
ば
な
ら
ぬ
と
一
再
ふ
重
い
負
鎗
が
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
牛
債
の
年
賦
償
還
k
な
し
得
る
可
能
性
が
極
め
て
乏
し
か
っ
た
。
比
れ
が
年
賦
償
還

が
一
般
農
民
へ

D
貸
輿
忙
就
い
て
の
み
行
は
れ
て
ゐ
た
所
以
と
思
は
れ
る
。
市
し
て
管
田
・
官
悲
に
召
募
せ
ら
れ
る
小
作
人
は
棟
退
軍
人
や
流

民
出
身
で
、
全
く
赤
貧
の
純
小
作
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
初
め
か
ち
合
屋
・
種
子
・
糧
食
・
什
器
・
農
具
・
銭
等
と
共
比
一
耕
牛
を
も
貸

し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
歩
、
然
も
牛
債
の
年
賦
償
還
等
は
到
底
望
め
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
に
官
同
小
作
人
へ
の
租
牛
が
官
田
興
置
と
共
に

初
ま
り
、
且
つ
年
賦
償
還
D
と
と
無
く
、
徴
租
一
本
で
あ
っ
た
所
以
が
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
o
南
宋
官
田
の
租
牛
は
官
回
興
置
の
紹
興
五
六
年

頃
よ
り
孝
宗
の
乾
道
初
年
頃
迄
約
一
一
一
十
年
に
わ
た
っ
て
廟
廷
の
犬
問
題
と
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
常
に
そ
の
問
題
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
牛
租
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
甫
宋
の
初
め
に
採
用
せ
ら
れ
た
官
租
牛
の
盛
行
θ
欣
に
就
い
て
陪
牛
租
を
中
心
主
し
て
後
文
に
夏
め
て
論
議
す
る
こ
と
と
ず

る
＠ 

ω 
寺

廟

宮

観

の

租

牛

租
牛
が
民
間
に
も
行
は
れ
た
こ
と
は
充
分
推
想
出
来
る
し
、
又
紹
興
六
年
九
月
二
十
一
日
の
認
に
官
租
牛
を
そ
の
地
の
郷
例
に
依
る
と
あ
る

に
よ
っ
て
確
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
兵
鰻
的
な
史
例
に
歪
つ
て
は
そ
れ
が
民
間
の
と
と
で
あ
っ
た
だ
げ
に
頗
る
見
出
し
難
く
、
目
下
の
所
、
寺
廟

宮
観
に
二
三

Q
例
を
認
め
得
る
，
に
す
ぎ
な
い
。
額
資
浩
一
超
低
畑
一
長
一
鬼
一
六
景
徳
二
年
六
月
玉
午
D
僚
に

監
察
御
史
雇
謹
言
。
前
知
寅
徳
車
。
有
籾
山
廟
Q

素
披
露
慮
。
遠
近
乙
民
。
多
以
耕
牛
矯
獄
。
自
鳴
命
巴
来
。
強
郷
民
租
賃
。
毎
一
牛
歳

戦

純

一

匹

。

供

本

廟

費

。

．

と
あ
り
、
同
書
一
一
九
一
李
鵬
二
年
五
月
王
申
D
僚
に

庚
徳
軍
一
言
。
管
内
調
山
廟
。
、
承
前
民
施
牛
二
百
頭
。
並
蹴
奥
民
戸
。
毎
歳
一
牛
。
職
絹
一
匹
。
或
経
一
一
一
十
年
。
牛
倣
宛
而
猪
納
緒
。
欲
望
。

歴
十
五
年
日
ム
者
。
並
除
乙
。
認
可
。

衆
、
代
の
租
牛
に
就
い
て

大」



来
代
の
租
牛
に
就
い
て

。

と
あ
っ
て
稲
山
廟
が
民
よ
り
受
げ
た
喜
謝
の
牛
を
貸
し
、
絹
一
匹
の
貸
震
を
と
っ
て
ゐ
た
こ
と
、
そ
の
努
死
の
責
め
は
借
り
手
が
負
っ
て
ゐ
た

と
と
等
”
を
偉
へ
て
ゐ
る
。
明
か
に
租
牛
で
あ
る
。
又
宋
史
主
食
貨
志
・
布
吊
・
消
印
照
八
年
の
僚
の
雨
抽
出
漕
一
豊
〈
穂
、
帥
隠
一
越
子
顔
等
が
認
に

熔
答
し
た
奏
言
に

制
。
叉
如
賃
牛
物
力
。
以
共
有
貧
民
用
。
不
一
部
科
問
。

と
て
民
間
の
賃
牛
を
科
配
の
封
劇
部
と
す
可
か
ら
ざ
る
こ
と
を
論
じ
た
一
節
が
あ
り
、
此
れ
を
容
れ
た
政
府
は

於
是
紹
興
府
捜
宮
田
園
・
諸
寺
観
延
群
悲
井
租
牛
・
耕
牛
。
合
錨
和
寛
。
並
於
省
額
除
之
。

と
て
寺
廟
宮
観
の
租
牛
・
耕
牛
を
和
賀
賦
課
ノ
の
封
象
か
ち
取
除
い
て
ゐ
る
。
此
所
に
一
広
ふ
租
牛
と
賃
牛
と
は
殆
ん

E
同
義
に
用
ひ
ら
れ
、
本
稿

に
一
エ
ふ
租
牛
・
賃
牛
と
は
必
宇
し
も
そ
の
語
義
・
用
法
を
一
に
し
な
い
と
と
、
先
章
に
考
澄
し
た
如
く
で
あ
る
が
、
上
越
の
洞
山
廟
の
例
と
照

し
A
口
は
せ
て
本
稿
に
一
試
ふ
租
牛
を
含
ん
で
ゐ
る
こ
と
は
殆
ん
ど
疑
ひ
あ
る
ま
い
。
即
ち
寺
廟
宮
観
の
租
牛
は
雨
宋
を
遁
じ
て
行
は
れ
て
ゐ
た
と

と
が
ー
窺
は
れ
る
の
で
あ
る
。
寺
廟
宮
観
の
経
済
的
基
礎
は
や
は
り
第
一
に
大
土
地
所
有
に
在
り
、

一
般
豪
民
と
愛
り
無
か
っ
た
。
従
っ
て
モ
の

租
牛
を
遇
。
て
豪
民
地
主
の
租
牛
制
行
用
を
察
す
る
を
得
、
郷
例
の
存
し
て
居
た
防
以
も
理
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
街
・
寺
廟
宮
観
の
租
牛
J

に

就
い
て
は
次
章
の
長
生
牛
の
僚
に
詳
論
す
る
の
で
、
品
所
で
は
以
上
に
止
め
て
む
く
。

ω
混

亭

戸

の

租

牛

租
牛
は
政
府
と
塩
亭
戸
と
の
開
花
も
行
は
れ
て
ゐ
た
。
混
亭
戸
と
は
専
寅
品
た
る
塩
の
製
遺
業
者
で
、
溢
田
の
整
耕
に
牛
を
必
要
と
し
て
ゐ

た
も
の
で
あ
る
。
製
塩
と
農
業
と
は
全
く
別
仰
の
産
業
で
、
農
業
農
民
史
の
立
場
か
ら
耕
牛
を
扱
は
ん
と
す
る
本
稿
に
と
っ
℃
は
一
臆
論
題
外

広
治
い
て
差
支
へ
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
農
牛
租
賃
の
参
考
と
な
る
問
題
で
も
あ
る
の
で
、
簡
略
に
此
れ
を
概
観
し
て
訟
く
。

言
要
・
食
貨
結
塩
法
雑
録
・
紹
興
一
一
一
年
五
月
三
十
日
の
僚
に

蹄
復
亭
戸
。
毎
戸
上
等
支
銭
四
十
貫
文
。
中
等
銭
三
十
五
賞
。
下
等
銭
三
十
質
文
。

生
添
竃
座
支
修
寵
銭
五
十
貫
文
。
先
決
姶
牛
四



頭
。
知
遇
一
陰
雨
或
各
寒
。
本
司
支
散
銭
米
援
演
。
一
宮
云
。

と
あ
っ
て
金
軍
侵
入
。
災
厄
か
ら
立
直
ら
ん
と
す
る
亭
戸
に
封
し
‘
そ
D
復
興
資
金
と
共
に
毎
戸
四
頭
の
牛
守
貸
し
た
と
と
が
見
え
る
。
同

巻
・
紹
興
十
三
年
京
月
の
僚
の
匡
僚
の
一
一
首
位
、
亭
戸
の
生
活
困
難
が
所
謂
七
色
借
貸
に
在
る
こ
と
を
諸
ベ

所
総
也
色
借
貸
、
乞
減
名
数
等
事
縁
。
亭
戸
依
法
。
遇
関
食
或
関
耕
牛
・
柴
本
・
動
使
乙
類
。
描
踊
符
塩
本
銭
借
支
鷹
副
。
一
宮
一
式
。

と
て
食
糧
・
耕
牛
・
柴
本
ハ
燃
料
）
動
使
ハ
機
械
器
具
υ

等
が
そ
の
借
貸
の
主
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。
即
ち
塩
亭
戸
の
中

の
多
く
の
も
の
が
耕
牛
を
自
ら
有
た
歩
、
他
よ
り
借
牛
す
る
か
、
又
は
本
銭
を
借
用
し
て
ゐ
た
こ
と
を
知
る
。
吋
し
て
此
れ
は
必
宇
し
も
金
軍

侵
入
直
後
の
南
宋
の
初
め
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
現
象
で
は
な
く
、
有
宋
一
代
を
遁
じ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
宋
曾
要
・
食
貸
一
一
石
法
撃
で
喜
一

元
年
六
月
十
四
日
の
俊
民
見
え
る
左
の
記
事
は
塩
亭
戸
の
’
借
牛
が
北
宋
以
来
の
こ
と
で
あ
ハ

J

た
こ
と
を
一
が
す
。

一
一
一
司
塩
銭
・
判
官
愈
献
卿
言
。
奉
詔
。
奥
制
撞
茶
塩
司
問
視
義
治
一
間
遁
・
泰
・
楚
州
塩
場
利
害
。
一
。
諸
鹿
竣
場
事
戸
。
建
無
牛
兵
者
。
許

令
買
置
。
苔
一
二
人
己
上
作
保
。
赴
都
塩
倉
監
官
慮
。
印
駿
牧
入
簿
張
給
奥
震
主
。
依
例
克
納
続
賞
。
不
得
耕
刻
中
私
回
’
借
賃
奥
人
。
同
県
州

機
務
毎
年
入
中
耕
牛
二
千
頭
。
分
給
逐
州
亭
戸
翠
塩
。
各
有
一
万
定
等
第
慣
例
及
添
鏡
銭
数
。
支
奥
客
人
描
阿
茶
。
光
準
建
隆
中
教
。
毎
頭
減

放
一
宇
蟹
銭
。
更
於
毎
頭
上
減
銭
一
千
外
。
飴
銭
億
一
千
。
只
約
千
塩
二
石
。
歪
成
平
二
年
殺
。
毎
一
千
が
納
塩
一
一
石
。
大
中
群
符
八

年
。
制
置
濃
運
使
李
滞
壁
劃
佑
計
耕
牛
領
銭
。
依
丁
額
等
塩
例
。
毎
一
貫
納
六
石
。
自
添
起
複
数
。
亭
戸
場
約
不
易
自
多
欠
牛
塩
。
一
試

一五。

（イ） 頗
る
長
文
で
あ
る
が
、
そ
の
一
言
ふ
併
の
要
旨
は
庄
の
如
く
で
あ
る
。

塩
亭
戸
の
牛
具
無
き
も
の
は
三
人
巴
上
の
保
詮
人
あ
れ
ば
官
よ
り
貸
給
し
、
そ
の
租
と
し
て
塩
乞
納
め
し
め
る
Q

商
人
を
し
て
民
州
D
棺
貨
務
に
牛
二
千
貨
を
約
め
し
め
、
そ
の
代
僚
は
茶
で
支
鵠
ひ
、
此
の
牛
を
塩
亭
戸
に
貸
給
す
る
。

牛
租
は
牛
使
。
串
額
よ
り
更
に
一
貫
を
控
除
し
た
残
h
y
の
銭
額
、
を
基
準
と
し
ハ
例
へ
ば
牛
僚
二
十
貫
な
ら
ば
九
貫
〉
、
毎
一
貫
に
就
き

（吋(l¥) 

宋
代
の
租
牛
に
就
い
て



来
代
目
租
牛
に
就
い
て

建
隆
（
｛
木
建
国
の
際
の
年
貌
）
及
び
威
干
の
定
め
で
は
滋
二
石
で
あ
っ
た
の
が
、
大
中
群
符
八
年
以
後
は
増
し
て
六
石
と
し
た
潟
め

ハ
牛
債
二
十
賓
と
す
れ
ば
、
建
隆
の
定
め
で
は
合
計
十
八
石
、
群
符
の
出
品
ゐ
で
は
五
十
四
若
〉
、
塩
亭
戸
は
約
塩
困
難
と
な
り
牛
塩
を
観

く
者
が
多
く
な
っ
た
。

比
の
記
事
に
よ
っ
て
塩
亭
戸
の
官
牛
借
用
が
宋
初
よ
り
引
縫
い
て
ゐ
た
こ
と
を
知
る
。
然
も
塩
亭
戸
の
佼
牛
使
用
は
農
業
に
於
げ
る
使
用
の
’

如
く
農
繁
・
農
関
期
の
諒
一
し
い
差
異
が
無
く
、
年
間
を
遁
じ
て
壌
国
均
整
に
総
始
使
用
し
て
ゐ
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
借
用
は
貸
渡
し
の
租

牛
様
式
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
牛
租
と
し
て
の
製
塩
納
入
に
色
々
の
恩
典
を
典
へ
て
ゐ
る
の
は
、
在
専
賓
の
牧
利
が
図
家
財
政
の
最
大

の
文
症
と
な
っ
て
ゐ
た
矯
め
苓
戸
を
保
護
し
て
そ
の
増
産
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
塩
田
に
於
げ
る
租
牛
関
係
の
史

料
は
宋
だ
充
分
蒐
集
し
て
ゐ
な
い
の
で
、
比
れ
以
上
詳
し
く
論
・
ず
る
こ
と
は
今
の
所
不
可
能
で
あ
る
が
、
製
塩
業
に
於
け
る
生
産
力
と
生
産
関

係
と
に
は
興
味
深
い
多
く
の
問
題
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
様
に
思
は
れ
る
。

E
止
I

租

租
牛
の
賃
料
と
し
て
徴
納
ず
る
も
の
を
一
般
に
牛
租
と
呼
ん
で
ゐ
た
。
宋
倉
市
官
・
食
貸
一
す
一
政
・
紹
興
二
十
七
年
＝
一
月
二
十
四
日
の
僚
に

配
。
経
今
二
十
軌
跡
年
。
官
牛
節
次
倒
児
。
所
有
租
諜
依
奮
催
遇
。
乞
将
諸
…
州
奮
欠
井
以
後
年
分
牛
租
斜
斗
。
並
行
除
放
。

と
あ
り
、
問
書
・
食
質
一
一
一
替
問
雑
録
・
紹
興
二
十
五
年
八
月
十
四
日
。
艇
に

認
。
都
替
府
所
誼
官
悲
井
牛
租
。
可
日
下
放
免
。
今
後
不
得
起
躍
。

と
あ

HJU
問
書
・
食
貨
九
賦
税
雑
録
・
紹
興
六
年
五
月
十
六
日
の
殿
中
侍
抑
史
周
秘
D
雪
中
に

如
奮
例
牛
租
之
類
。
亦
令
一
明
禁
止
。
一
広
云
。

と
あ
り
、
問
書
・
食
一
貸
一
吉
田
雑
録
・
隆
興
二
年
七
月
二
十
八
日
の
知
復
州
一
眼
析
の
一
吉
中
に

今
以
所
給
牛
租
一
千
七
百
餅
之
穀
。
仰
鶴
岡
計
乙
大
。
如
太
山
之
一
芝
Q

一玄武。



と
あ
る
等
は
午
租
の
若
干
潟
例
で
あ
る
。
官
同
様
の
例
は
多
く
、
此
れ
が
最
も
一
般
的
な
用
語
で
あ
っ
た
と
と
を
窺
ひ
得
る
。
但
し
時
に
は

課
画
課
子
等
と
も
呼
ば
れ
て
ゐ
た
。
問
巻
・
紹
興
五
年
四
月
二
十
一
日
の
僚
に

共
替
問
。
許
募
民
間
帯
蹴
種
者
。
官
震
給
借
縄
線
。
毎
一
耕
牛
。
綿
諜
一
十
石
。
一
京
一
示
。

と
あ
る
は
課
の
用
例
で
あ
る
。
叉
先
に
あ
げ
た
奮
五
代
史
D
租
牛
課
戸
の
課
も
同
用
例
と
見
る
と
と
が
出
来
る
。
吹
K
此
の
牛
租
の
徴
綿
の
仕

方
に
就
い
て
考
察
じ
て
見
る
。

牛
租
は
そ
O
田
よ
hv
奉
る
穀
物
を
以
て
徴
約
す
る
の
が
最
も
一
般
的
で
あ
っ
た
J

宋
曾
要
・
食
質
一
一
屯
…
謀
議
・
紹
興
一
一
一
年
四
月
四
日
の
江

南
東
西
路
宣
撫
使
韓
世
忠
の
一
宮
に

如
構
願
持
地
段
構
輿
宮
中
合
種
。
所
用
人
戸
、
牛
具
・
障
殺
説
従
官
給
。
候
牧
成
日
。
挨
地
段
頃
畝
。
先
次
依
本
色
供
約
二
税
及
除
轄
牛
具

種
糧
。
其
飴
援
見
在
規
制
童
給
地
主
外
。
議
給
崎
将
回
人
。

と
あ
る
は
そ
の
こ
と
を
示
す
一
例
で
あ
る
。
常
右
む
文
意
は
、
農
民
が
官
よ
り
牛
具
・
種
糖
を
借
り
℃
民
間
地
主
の
田
を
耕
作
し
た
場
合
、
そ

の
牧
獲
は
先
づ
雨
貌
と
官
hn
一
貸
し
た
種
糧
及
び
牛
兵
ハ
の
牛
租
）
と
を
引
去
り
、
そ
の
残
り
か
ら
若
干
の
地
主
へ
の
小
作
料
を
挽
ひ
、
そ
の
飴

は
全
部
耕
作
者
の
牧
入
品
内
ー
す
る
と
の
意
味
で
あ
る
。
そ
D
額
・
高
に
就
い
て
は
定
額
制
と
歩
合
制
と
が
あ
っ
た
Q

緩
蓑
這
鐙
長
編
時
四
壁
土
一

年
四
月
乙
未
の
僚
に
楚
D
潟
氏
が
潔
州
の
替
問
で
小
作
人
よ
り
徴
し
た
牛
誌
の
繍
生

韓
国
戸
給
牛
。
競
輪
米
四
段
。

と
て
牛
租
米
国
石
と
惇
へ
て
ゐ
る
。
楚
の
量
制
は
筆
者
。
知

p
得
な
い
所
で
あ
る
が
、
般
に
唐
制
を
用
ひ
て
ゐ
た
も
り
と
す
れ
ば
、
栄
の
量
艇

に
直
し
て
ハ
唐
の
一
石
は
我
が
沼
斗
飴
、
栄
の
一
石
は
三
斗
二
升
儀
と
し
て
V

約
五
石
と
な
る
。
次
に
宋
曾
要
・
食
貨
ニ
一
管
田
雑
録
・
紹
興
五

年
四
月
二
十
一
日
の
僚
の
医
僚
の
言
に
、
荊
南
鎮
撫
司
の
替
田
戸
に
関
し
て

毎
一
耕
牛
納
課
一
十
石
。
綿
課
棺
軽
。
‘
一
公
一
式
。

’
宋
伐
の
一
組
牛
に
就
い
て



と
て
諜
（
牛
租
〉

宋
代
の
穂
牛
に
就
い
て

イ
ネ
モ
号
、

一
十
石
と
あ
る
。
貼
れ
は
稽
穀
で
あ
る
か
ら
、
稲
米
に
寵
し
て
五
石
と
な
る
。
筆
者
の
検
索
し
得
た
北
宋
・
南
宋
の
牛
租
額

四

に
関
す
る
各
一
例
が
共
に
五
石
と
な
っ
て
ゐ
る
の
は
、
或
は
遇
然
の
一
致
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
比
れ
が
稽
作
地
帯
に
於
け
る
基

準
的
な
租
綴
で
、
郷
例
も
或
は
比
り
程
度
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
4

ん
も
南
宋
で
は
此
れ
を
「
精
々
較
し
」
と
一
去
っ
て
ゐ
る
の
で
、
郷

例
は
此
れ
よ
り
更
に
重
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

次
に
宋
舎
一
安
・
食
貨
↑
商
税
懇
で
太
平
興
園
六
年
十
月
の
認
に
依
れ
ば
、
密
州
の
官
程
牛
百
二
十
六
頭
の
牛
程
傾
倒
は
程
一
安
四
百
二
十
石
で

あ
っ
た
と
去
ふ
か
ら
一
一
践
の
牛
租
奈
は
三
石
三
斗
三
升
徐
と
な
り
、
そ
り
負
婚
は
更
に
低
少
と
な
る
。
因
み
に
姿
と
は
小
寒
で
あ
る
。
命
後
局

。
庚
順
三
年
五
月
に
菟
除
し
た
キ
担
額
は
五
代
曾
要
時
一
戸
部
D
項
忙

諸
麗
皆
同
及
係
賜
入
戸
所
約
租
牛
謀
利
。
共
牛
停
頭
具
上
容
約
苗
謀
。
逐
年
都
納
秋
一
具
門
ヰ
ニ
高
一
千
儀
石
。
一
宮
一
式
。

と
あ
る
如
く
ニ
寓
歓
石
に
達
し
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
の
貸
牛
頭
数
は
恐
ち
く
四
五
千
頭
に
も
還
し
て
ゐ
%
の
で
あ
ら
う
。
塩
田
の
や
程
は
塩
で
約

め
て
ゐ
た
と
と
、
先
越
の
如
く
で
あ
る
。
し
て
見
る
と
‘
牛
租
の
支
梯
ひ
は
そ
の
耕
牛
を
使
用
し
て
生
産
せ
ら
れ
る
物
を
以
て
行
は
れ
る
場
合

が
多
か
っ
た
と
推
断
し
て
誤
り
あ
る
ま
い
。

，
次
に
寝
室
這
鑑
長
一
蹴
一
北
九
一
大
穂
二
年
五
月
王
申
の
僚
に
籾
山
廟
D
貸
牛
に
就
い
て

毎
歳
一
牛
。
輪
絹
一
四
。

紳
悶

S

主
あ
る
o
絹
で
徴
し
た
の
は
廟
の
特
殊
事
情
に
よ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
営
時
の
絹
債
は
一
辺
約
千
文
、
米
は
一
石
約
五
百
文
で
あ
る
か
ら
、
大

鰻
米
二
石
程
度
に
営
り
、
稲
米
産
地
に
於
げ
る
官
の
牛
租
に
比
し
て
一
一
分
｝
に
も
及
ぼ
ぬ
低
額
で
あ
る
。
此
れ
は
寺
腐
り
施
牛
で
あ
る
か
ら
特

に
安
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

歩
合
制
の
牛
程
に
就
い
て
は
宋
曾
要
・
食
貨
一
コ
替
問
雑
録
・
紹
興
十
八
年
八
月
二
十
五
日
の
僚
の
知
部
州
越
叔
滋
の
雷
同
町

批
。
並
依
一
白
姓
臆
例
。
以
五
一
顎
徳
一
荘
。
官
給
牛
五
回
霊
一
縄
糧
等
Q

共
所
一
枚
物
付
。
以
十
分
，
潟
率
。
四
分
給
力
耕
之
人
。
六
分
官
牧
。



と
あ
る
の
が
注
意
せ
ら
れ
る
。
南
宋
の
官
自
は
回
公
六
民
か
、
多
く
も
五
公
五
民
の
割
合
で
小
作
料
を
徴
し
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
右
の

場
合
だ
け
六
公
開
民
と
な
っ
て
ゐ
る
の
は
牛
租
が
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
が
抱
か
れ
る
。
果
し
て
然
ら
ぽ
此
の
場
合
の
牛

組
は
牧
穫
の
十
分
一
と
な
る
。
又
同
容
・
紹
興
ニ
十
五
年
千
二
月
十
三
日
の
艇
の
戸
部
の

都
督
府
所
置
官
珪
。
召
客
戸
共
揮
。
官
給
牛
具
。
前
牧
課
子
。
官
中
輿
客
戸
中
宇
均
分
。
近
降
詔
旨
。
都
替
府
営
井
者
牛
組
。
可
日
下
肢

に

菟
。
今
後
不
得
起
理
。
云
云
。

と
あ
っ
て
官
と
官
琉
小
作
人
と
の
折
半
均
分
、
即
ち
五
公
忍
民
の
小
作
料
の
中
に
牛
租
が
含
ま
れ
℃
ゐ
た
と
あ
る
。
恐
ら
く
此
れ
は
路
公
六
民

。
純
小
作
料
に
一
一
割
の
牛
穂
を
加
へ
て
五
公
五
民
と
し
た
の
で
あ
ら
う
。
同
様
に
先
の
六
会
四
民
も
一
一
割
の
牛
租
が
入
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら

う
。
決
議
の
容
祷
随
筆
陣
牛
来
。
僚
に

燕
纂
容
壊
。
，
以
牛
俄
貧
民
。
便
偶
苑
中
。
税
其
十
之
λ
。
自
有
牛
者
。
税
共
七
Q

参
憲
封
符
諌
以
議
。
貌
替
乙
世
。
椴
官
国
牛
者
。
一
小
泊

其
行
六
。
自
有
牛
者
。
中
分
取
之
。
一
宏
一
去
。

と
あ
る
に
依
れ
ば
牧
穫
の
十
分
一
を
賃
料
と
す
る
官
の
貸
牛
は
錬
菅
の
昔
よ
り
行
は
れ
℃
ゐ
た
の
で
あ
る
。
但
γ
し
そ
れ
が
賃
牛
制
で
あ
っ
た

か
、
租
牛
制
で
あ
っ
た
か
、
右
記
事
の
内
容
。
み
か
ら
は
斜
間
出
来
な
い
。
然
し
後
述
す
る
如
く
、
官
牛
は
租
牛
制
に
よ
る
を
使
と
し
、
従
A
J

て
賞
際
巳
此
れ
が
多
く
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
租
牛
棋
で
あ
っ
七
の
で
あ
ら
う
。
南
宋
時
代
の
柏
田
畝
牧
は
下
回
二
石
、
中

昭
一
一
一
石
、
上
回
国
石
と
云
ふ
り
が
犬
轄
の
基
準
で
、
遺
境
輿
置
の
官
挺
・
替
問
は
大
藤
下
回
並
に
扱
は
れ
て
ゐ
に
様
で
あ
る
か
ら
、

一
演
を
時

今
耕
作
の
限
度
と
す
る
営
時
の
小
作
農
民
が
宮
田
を
耕
作
し
て
約
め
る
牛
起
は
大
約
二
十
右
と
な
る
。
党
広
史
獄
牛
租
十
石
を
稿
々
一
惑
し
と
論

む
た
意
見
を
紹
介
し
た
が
、
一
一
頃
耕
作
。
分
率
牛
租
に
比
す
れ
ば
約
字
額
程
度
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
但
し
営
時
の
宮
廷
・
替
田
は
勿
論
、
民

問
。
小
作
で
も
換
し
て
す
べ
て
の
農
民
が
此
の
限
度
一
杯
叱
耕
作
し
て
ゐ
た
か
否
か
は
疑
は
し
く
、
八
十
畝
七
十
畝
或
は
六
十
畝
の
例
も
あ
る

の
で
．
さ
う
し
た
場
合
は
牛
租
も
そ
れ
丈
減
少
す
る
が
、
然
し
そ
れ
に
し
て
も
定
額
十
五
は
確
巴
歩
合
制
に
比
し
て
騒
い
。

来
代
の
程
牛
に
就
い
て

一五



宋
代
の
租
牛
に
就
い
て

一六

以
上
、
依
擦
の
史
例
は
少
い
が
、
牛
程
に
は
定
額
の
場
合
と
牧
穫
を
基
礎
と
す
る
そ
の
十
分
一
制
と
が
あ
り
、
定
額
の
場
合
は
稲
穀
十
石
、

絹
一
回
等
の
例
が
残
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
官
程
牛
に
は
官
田
の
小
作
へ
の
一
牛
と
一
般
農
民
へ
の
貸
牛
と
が
あ
っ
た
こ
と
、
先
越
の
如
く

で
あ
る
。
寺
観
宕
簡
の
租
牛
も
同
様
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
十
分
一
制
に
依
る
租
牛
は
営
然
比
の
小
作
人
へ
の
貸
牛
に
於
い
て
採
用
せ
ら
れ
た

方
法
と
思
は
れ
る
。
定
額
制
は
双
方
に
封
し
て
行
は
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
先
掲
の
史
料
は
、
そ
の
綿
数
が
少
い
け
れ
E
も
、
と
に
か
く
一
一
癒

此
O
推
定
に
あ
て
は
ま
っ
て
ゐ
る
。
関
山
間
の
耕
牛
は
寄
港
に
よ
っ
て
得
．
た
も
の
で
数
百
頭
に
達
し
て
ゐ
た
。
姪
園
は
そ
の
割
合
に
増
加
し
て

ゐ
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
租
牛
は
殆
ん
と
小
作
人
外
れ
い
農
戸
に
貸
し
出
さ
れ
て
ゐ
た
も
の
と
見
る
可
き
で
あ
る
Q

又
馬
氏
の
調
停
州
の

轡
田
戸
へ
の
貸
牛
は
定
額
制
と
な
っ
て
ゐ
る
。
定
額
制
と
歩
合
制
と
は
稿
。
て
定
額
制
が
一
般
的
に
寅
く
行
は
れ
て
ゐ
た
様
で
あ
り
、
定
額
制

を
主
と
す
る
租
牛
の
牛
程
は
賃
牛
の
牛
賃
よ
り
も
謡
か
に
低
い
。
そ
れ
に
は
そ
れ
と
し
て
の
理
由
が
あ
っ
た
筈
で
あ
り
、
恐
ら
く
農
関
期
も
借

り
手
が
飼
養
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
そ
の
主
因
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
然
し
牛
租
が
深
刻
な
問
題
と
な
っ
た
の
は
そ
の
額
よ
り

も
鍔
牛
の
牛
租
績
徴
で
あ
る
。

繁
牛
の
牛
租
績
徴
は
五
代
列
閣
に
そ
の
顕
著
な
勝
容
を
見
、
又
桐
山
関
で
も
問
題
と
な
っ
て
ゐ
る
G

蓋
し
此
の
弊
容
は
程
牛
巴
避
け
難
い
も

の
で
る
っ
た
の
で
あ
る
。
宋
は
天
下
一
統
後
、
前
弊
を
取
除
き
つ
つ
、
再
ぴ
此
れ
を
繰
返
へ
さ
ざ
る
様
租
牛
を
行
は
な
か
っ
た
。
然
る
に
南
宋

に
入
り
絶
釘
的
な
要
請
か
ら
租
牛
を
再
開
す
る
と
忽
ち
此
の
弊
害
を
来
し
、
租
牛
に
闘
す
る
史
料
は
正
に
此
の
弊
害
の
論
議
に
集
中
し
て
ゐ
る

か
の
観
が
あ
る
。
南
宋
の
程
牛
の
接
行
を
窺
知
し
得
る
の
も
比
の
論
議
。
史
料
を
遁
ビ
て
で
あ
る
＠

宋
曾
要
・
食
貸
一
一
一
替
問
雑
録
・
紹
興
十
年
九
沼
十
日
の
明
蛍
赦
に

勘
曾
・
諸
路
州
廓
笹
田
・
官
珪
所
給
耕
牛
。
若
葉
縁
病
患
倒
死
。
官
需
勤
令
陪
還
元
債
。
仰
領
取
詣
賞
除
放
施
行
。
今
後
常
切
覧
祭
。
如

依
前
建
一
民

Q

按
劾
以
問
。

と
あ
り
、
何
十
一
一
一
年
十
一
月
八
日
の
南
郊
赦
に
も



勘
曾
。
諸
路
州
懸
笹
田
町
官
妊
所
給
耕
牛
。
若
貴
縁
病
患
倒
宛
。
累
有
約
束
。
止
令
附
府
内
臓
等
出
費
債
銭
椿
管
。
不
得
抑
令
但
戸
陪
償
。

訪
問
。
官
司
問
。
有
勃
令
階
還
去
慮
。
事
層
建
戻
。
仰
提
領
官
取
見
諸
費
除
放
施
行
。
今
後
常
切
盟
百
祭
。
如
依
然
違
反
按
劾
以
開
。

と
あ
る
に
依
れ
ば
、
南
宋
で
は
銘
牛
の
租
牛
は
賠
償
を
取
り
、
只
不
可
抗
力
の
病
苑
の
場
合
に
の
み
比
れ
を
完
除
す
る
と
と
と
し
て
ゐ
た
の
で

あ
る
。
免
除
の
規
定
は
不
営
の
牛
租
緩
徴
の
弊
を
防
が
ん
と
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
然
し
賞
際
は
病
死
に
封
じ
て
も
監
督
官
が
賠
償
を
取
っ
て

ゐ
に
こ
と
、
右
雨
文
に
明
記
し
て
ゐ
る
所
で
あ
る
。
蓋
し
官
吏
の
不
正
の
外
に
、
病
死
を
免
除
す
れ
ば
故
意
に
殺
し
て
病
死
と
偏
る
姦
謡
農
民

の
取
締
り
が
困
難
と
な
る
と
と
に
も
因
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
の
死
因
の
如
何
に
拘
ら
や
、
第
死
の
賠
償
が
取
立
て
ら
れ
て
ゐ
た
と
す
れ
ば
、

さ
う
じ
た
巨
額
。
一
時
支
出
の
能
力
を
依
く
小
作
人
は
比
れ
を
際
蔽
し
て
語
く
‘
外
な
い
0

．
阻
隠
蔽
し
て
治
れ
ば
牛
租
は
緩
徴
せ
ら
れ
る
。
か
く
て

一一一

組
牛
し
て
後
ち
年
月
を
経
る
に
淫
れ
耕
牛
は
逐
次
老
妻
死
損
し
て
牛
租
の
負
捲
だ
け
残
る
と
と
と
な
る
。
曾
要
・
実
貨
替
問
雑
録
紹
興
二

十
九
年
二
月
二
十
七
日
の
僚
の
知
釘
州
宋
践
の
商
法
皆
岡
の
弊
に
就
い
て
論
じ
た
上
雪
口
の
｝
節
に

牛
十
ハ
年
〉
之
後
則
不
堪
耕
G

今
給
於
民
者
二
十
有
三
載
実
。
一
牛
之
先
制
償
於
官
。
況
連
歳
牛
疫
而
不
発
輪
組
。
牧
牛
之
家
誼
亡
実
。

と
て
耕
牛
の
霧
命
は
十
年
で
あ
る
が
、
商
法
で
は
官
牛
貸
典
後
二
十
三
年
経
っ
て
も
そ
の
租
を
徴
し
て
ゐ
た
矯
め
、
牧
牛
の
家
は
遺
亡
し
て
行

っ
た
と
あ
る
Q

穂
牛
の
家
を
牧
牛
の
家
と
去
っ
て
ゐ
る
の
は
、
組
牛
の
責
め
が
借
り
手
に
在
っ
た
諮
設
で
あ
る
。
又
比
の
記
事
巳
よ
り
紹
興
ニ

十
九
年
よ
り
二
十
三
年
を
逆
算
し
た
紹
興
六
七
年
、
即
ち
宮
廷
・
戯
曲
回
興
置
と
同
時
忙
租
牛
が
初
め
ら
れ
て
ゐ
た
と
と
を
知
る
。
宋
曾
要
・
食

貨
一
一
一
管
田
雑
録
・
紹
興
二
十
五
年
八
月
十
四
日
の
認
に

都
督
府
所
出
血
官
悲
持
牛
租
。
可
日
下
肢
菟
。
今
後
不
一
起
理
o
e

と
て
官
廷
の
牛
租
を
菟
ぜ
し
め
て
ゐ
る
の
は
、
そ
れ
が
助
の
頃
に
は
己
に
租
牛
の
死
損
に
よ
っ
て
事
費
上
一
方
的
な
賦
税
と
化
し
て
ゐ
た
矯
め

で
あ
ら
う
ρ

但
し
績
い
て
十
一
月
十
九
日
の
艇
に

赦
文
ο
都
督
府
官
斑
持
牛
程
。
近
降
指
揮
。
目
下
放
免
。
儲
怠
州
願
守
令
。
別
作
名
色
。
依
奮
抑
勃
人
戸
建
約
。
失
朝
廷
寛
也
本
意
。
一
広

コ
七

来
代
の
租
牛
に
就
い
て



出
府
代
の
組
牛
に
就
い
て

一
八

.~ 。

と
あ
担
、
同
十
二
尽
十
一
一
一
自
の
傑
の
戸
部
の
震
に
も
此
れ
と
間
態
皆
の
と
と
が
見
え
、
牛
租
波
品
却
の
折
角
り
趣
皆
も
州
側
桝
官
の
不
誌
に
よ
っ
て

安
行
せ
ら
れ
な
か
っ
た
と
と
を
論
じ
て
ゐ
る
。
替
国
広
於
け
る
牛
租
の
弊
に
就
い
て
も
、
既
に
此
れ
よ
り
先
、
そ
の
調
整
が
命
ぜ
ら
れ
て
ゐ

た
。
問
書
・
問
巻
・
紹
興
二
十
二
年
十
一
月
十
八
百
の
南
郊
数
文
炉

勘
曾
一
。
組
側
替
問
林
容
饗
諸
色
官
牛
。
‘
毎
環
瀬
料
牧
約
課
子
。
真
部
有
災
傷
悶
・
元
経
営
牛
倒
苑
。
官
時
札
制
令
陪
環
。
悠
々
並
不
興
徐
放
。

及
活
判
例
牛
斐
不
壊
耕
使
。
抑
令
依
欝
虚
綿
税
謀
。
審
議
民
響
。
仰
諸
路
漕
需
及
提
領
替
問
轡
究
。
特
典
除
投
。
若
弱
不
堪
牛
隻
並
行
拘
牧

出
資
。
共
寝
使
耕
牛
。
亦
仰
桔
度
可
奥
不
可
出
費
。
務
総
民
便
具
利
害
以
開
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
、
文
面
は
立
波
及
不
法
牛
租
の
発
除
で
あ
る
。
勿
論
、
此
れ
も
旅
費
際
陀
は
事
行
せ
ら
れ
・
な
か
っ
た
こ
と
と
思
は
れ
る
。

儲
右
の
寄
饗
牛
と
は
、
後
文
民
論
議
す
る
如
く
、
一
元
来
は
官
牛
を
民
家
に
あ
イ
げ
養
は
し
め
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
が
、
此
の
場
合
は
事
賓
上
の

租
牛
主
化
し
て
ゐ
た
も
の
で
、
一
般
農
民
の
牛
租
も
併
せ
て
菟
除
せ
ん
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
G

高
宗
の
来
年
に
至
る
と
、
。
そ
れ
話
中
央
の
強
除
命
令
を
奉
行
し
な
か
っ
た
地
方
官
が
却
っ
て
績
徴
牛
粗
の
菟
除
を
や
か
ま
し
く
輪
講
す
る
と

と
と
な
A
J

に
。
宗
曾
要
・
食
質
一
一
一
一
議
放
・
紹
興
二
十
七
年
｝
一
万
二
十
四
日
の
僚
の
成
都
・
法
…
川
府
・
薬
組

γ
科
州
路
市
文
撫
制
置
俊
司
乗
知
成
都

軍
・
府
事
繍
振
等
O
農
に

階
関
乙
成
・
西
・
和
・
開
賊
鞠
内
等
州
麗
勝
人
戸
。
各
有
習
室
撫
苛
井
挟
茜
謹
使
自
紹
興
五
年
皆
同
一
時
年
夏
秋
雨
租
欝
。
経
今
ニ
十
銭
年
。

官
牛
笥
衣
倒
死
。
所
有
穂
縁
。
依
奮
催
程
。
ち
庇
州
諸
州
嬢
欠
弁
以
後
年
分
牛
粗
削
附
斗
。
並
行
除
放
。

と
あ
号
、
同
審
・
食
貨
註
替
問
雑
録
・
紹
興
二
十
九
年
ニ
月
二
十
七
日
の
僚
の
知
新
州
栄
践
の
震
に
臼
掲
O
如
き
論
諦
が
あ
夢
、
間
傘
・
陸
輿

ニ
宅
七
月
二
十
八
日
の
僚
の
知
復
州
張
析
の
雪
庇

本
州
景
陵
懸
管
下
。
奮
饗
田
・
官
荘
。
自
紹
興
六
七
年
間
。
宣
撫
司
管
置
。
今
三
十
年
実
。
名
春
弱
震
亡
。
歳
久
語
審
深
。
営
時
耕
牛
罷



年
一
既
多
。
十
無
七
八
。
歳
課
之
程
－
謹
成
科
Q

刷
。
今
以
所
一
給
牛
程
一
千
七
百
餅
之
穀
。
仰
競
嵐
山
町
之
大
。
如
太
山
之
一
芝
。
而
一
都
之
民

歳
受
其
弊
。

と
あ
る
等
は
そ
の
例
で
あ
る
。
此
れ
ら
一
一
一
例
を
線
合
す
る
時
、
替
問
の
程
牛
が
漁
南
・
四
川
の
宋
金
閣
境
地
智
広
虞
く
普
及
し
て
居
た
こ
と
、

そ
れ
は
多
く
紹
興
五
・
六
・
七
年
の
聞
に
沿
け
る
踏
両
国
興
置
と
時
を
同
じ
う
し
て
初
め
ら
れ
た
も
D
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
O
牛
程
が
耕
牛
の

死
損
後
も
悉
く
績
徴
せ
ら
れ
程
税
化
ハ
成
科
〉
し
て
ゐ
た
こ
と
等
を
知
る
と
と
が
出
来
る
。
従
来
中
央
の
命
に
も
拘
ら
宇
苅
損
牛
の
牛
租
免
除

が
容
易
に
費
行
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
官
吏
の
不
正
も
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
賓
は
中
央
政
府
の
財
政
が
逼
迫
し
て
、
完
除
。
命
は
出
し
乍

ら
、
沼
地
険
し
得
る
様
牛
程
牧
入
の
強
定
額
を
牧
支
O
上
か
ち
減
免
し
・
な
か
っ
た
矯
め
と
思
は
れ
る
。
高
宗
時
代
の
優
民
O
詔
は
す
べ
て
さ
う
し

た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
高
宗
来
年
に
は
図
礎
国
ま
り
財
制
も
漸
く
確
立
し
た
の
で
、
金
帝
亮
の
南
下
軍
を
撃
退
し
た
勢
民
衆
じ

漸
次
賞
質
的
に
免
除
し
得
る
露
置
を
講
じ
た
の
で
、
地
方
官
も
守
っ
て
そ
の
費
行
を
自
ら
論
請
す
る
に
至
っ
た
O
で
あ
ら
う
。
南
宋
官
程
牛
の

問
題
は
此
の
高
宗
末
年
の
賞
際
菟
除
を
以
て
そ
の
頂
黙
と
し
、
爾
後
再
び
大
問
題
と
な
っ
た
形
越
は
文
献
に
徴
せ
ら
れ
な
い
。

程
牛
創
と
官
・
小
作
人
の
経
済

牛
租
に
は
歩
合
制
と
定
額
制
と
が
る
り
、
比
の
中
、
前
者
は
さ
ほ
E
用
ひ
ら
れ
や
J

、
専
ら
後
者
が
官
民
に
盛
用
せ
ら
れ
て
ゐ
に
。
此
の
定
額

制
牛
租
は
稲
作
地
帯
で
一
年
に
米
五
お
ハ
籾
十
石
〉
、
畑
作
地
帯
で
は
更
に
低
く
小
委
四
石
足
ら
歩
と
一
宮
ふ
の
が
大
躍
の
基
準
で
あ
っ
た
と
解
せ

ら
れ
る
C

此
の
中
、
稲
作
地
帯
を
中
心
に
し
て
考
へ
る
に
、
穏
米
五
石
は
日
本
の
量
忙
し
て
一
石
六
斗
程
で
あ
る
。
此
れ
が
貸
牛
者
た
る
官
の

牧
入
で
あ
り
、
借
牛
者
た
る
農
民
側
の
負
強
で
あ
っ
た
。
此
の
牧
入
・
負
擦
を
盆
守
る
程
牛
が
双
方
。
経
済
に
取
っ
て
如
何
な
る
意
義
を
存
し

百

て
ゐ
た
か
を
考
へ
て
見
る
。

一
耕
牛
の
耕
作
面
積
を
一
頃
と
鍛
定
し
た
場
合
、
賃
牛
が
持
主
に
費
す
牧
入
は
中
国
で
三
十
石
、
下
回
で
二
十
石
で
る
る
か
ら
、
官
程
牛
の

牛
租
た
る
籾
十
石
の
歳
入
は
一
見
低
牧
入
に
見
え
る
。
然
も
一
牛

ω
一
一
頃
耕
作
は
略
々
確
賓
に
可
能
と
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
比
の

来
代
の
租
牛
に
就
い
て

大A



来
代
の
租
牛
に
就
い
て

。

犬
差
は
現
賓
性
を
有
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
倫
そ
の
上
、
賃
牛
で
は
持
主
が
品
開
剰
牛
力
を
他
に
回
充
利
用
し
得
た
o，
租
牛
は
貸
渡
し
で
あ
る
か

ち
、
儀
剰
牛
力
の
利
用
は
借
主
側
に
在
っ
た
。
愈
々
租
牛
は
不
利
に
見
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
賃
牛
と
異
り
、
鶴
護
費
が
不
要
で
、
会
く
の
純

牧
入
で
あ
る
。
此
の
飼
護
費
を
考
へ
た
上
で
雨
者
を
比
較
し
な
げ
れ
ば
な
ら
ね
が
、
そ
の
依
嬢
史
料
は
な
い
。
只
牛
租
十
右
主
「
給
軽
」
と
諭

む
た
時
人
の
雷
同
が
あ
る
の
に
徴
し
て
や
は
り
多
少
持
主
側
の
低
牧
入
と
な
っ
て
ゐ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
牛
租
を
牧
獲
の
十
分
一
と
す
る
歩

合
制
の
租
牛
は
明
か
に
割
高
で
．
と
と
に
比
れ
が
宋
代
で
は
飴
り
普
及
し
な
か
っ
た
一
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

牛
租
を
糠
十
石
と
し
、
耕
牛
の
生
命
を
十
年
又
は
十
五
年
と
見
れ
ば
、
牛
租
の
綿
牧
入
は
百
石
乃
至
百
五
十
石
、
米
に
し
て
元
十
石
乃
至
七

十
五
石
と
な
る
。
牛
債
を
米
に
し
て
二
十
石
乃
至
一
一
一
十
石
と
す
れ
ば
、
差
引
利
入
二
十
石
乃
至
五
十
五
石
、
平
均
犬
約
四
十
石
と
な
る
。
勿

論
、
曲
れ
は
銘
牛
の
露
分
に
ま
る
牧
入
を
度
外
観
し
て
の
と
と
で
あ
る
。
此
の
数
字
を
そ
D
ま
ま
確
賞
践
す
る
と
と
は
も
と
よ
り
許
さ
れ
な
い

が
、
租
牛
が
決
し
て
貸
主
た
る
官
に
損
失
を
粛
す
こ
と
な
く
、
低
率
乍
ち
も
利
牧
を
興
へ
て
ゐ
た
こ
と
だ
け
は
充
分
察
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

南
宋
の
初
め
に
於
け
る
替
時
・
官
廷
の
興
置
は
兵
糧
増
産
の
絶
封
的
要
諦
に
保
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
官
が
地
主
と
し
て
官
在
・
替
時
の
小

作
人
を
召
募
す
る
矯
め
に
は
耕
牛
を
貸
興
ず
る
と
と
が
亦
結
封
に
必
要
で
あ
っ
た
。
か
く
て
建
図
以
来
租
牛
b
L

つ
主
め
て
さ
け
て
来
た
宋
が
南

宋
に
入
り
と
れ
を
始
め
る
に
至
っ
た
次
第
で
あ
る
が
、
糧
穀
増
産
の
必
要
が
結
封
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
へ
ば
、
耕
牛
の
貸
奥
も
多
少
の
利

牧
・
損
失
に
拘
ら
や
ノ
必
示
行
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
自
ら
明
か
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
低
率
乍
ち
も
利
入
を
蜜
す
租
牛
を
官
が
採
用

し
た
所
以
は
充
分
理
解
せ
ら
れ
る
。
但
し
更
に
利
牧
を
あ
げ
得
る
貨
牛
を
何
故
採
用
し
な
か
っ
た
か
と
一
氏
ふ
乙
と
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
れ
に

は
そ
れ
と
し
て
の
事
情
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
黙
に
就
い
て
は
後
文
忙
一
史
め
て
論
議
す
る
。
つ
ま
り
官
と
し
て
は
租
牛
の
利
入
も
さ
る
こ
と
乍

、
ち
、
そ
れ
よ
り
も
小
作
人
を
召
募
し
て
念
ぎ
笹
田
・
官
廷
を
興
置
し
糧
穀
の
増
産
を
促
進
す
る
と
と
が
先
決
問
題
で
、
耕
牛
貸
興
を
不
可
飲
の

緊
念
事
と
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

程
干
の
借
り
手
た
る
農
民
の
負
携
十
石
は
、
般
に
彼
等
が
一
一
頃
を
耕
し
、
下
回
た
み
の
毎
畝
ニ
石
、
計
二
百
石
の
牧
入
を
あ
げ
て
ゐ
た
と
す



れ
ば
、
そ
の
四
割
八
十
石
を
小
作
料
に
出
し
た
残
り
百
二
十
石
の
十
二
分
一
で
あ
り
、
毎
畝
に
割
っ
て
一
斗
、
従
っ
て
米
に
し

τ五
升
、
我
が

ワ

ラ

チ

ガ

ヤ

日
本
の
｛
升
六
合
稜
．
度
で
あ
る
。
勿
論
．
牛
の
飼
養
費
が
要
っ
た
。
飼
料
は
草
ハ
襲
車
・
菱
草
’
変
革
・
白
草
〉
と
大
葬
と
で
あ
っ
た
。
大
萎

は
二
毛
作
に
よ
っ
で
牧
穫
し
て
ゐ
化
。
南
宋
時
代
に
は
穏
婆
二
毛
作
、
が
己
に
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
只
本
稿
で
は
論
官
の
複
雑
化
を
さ
け

て
比
れ
を
考
慮
外
に
沿
い
て
来
た
に
す
ぎ
な
い
Q

さ
う
し
た
自
家
生
産
の
飼
料
で
養
っ
て
行
け
ば
、
耕
牛
使
用
に
よ
っ
て
得
る
増
牧
は
牛
租
を

錦
っ
て
倫
非
常
な
牧
入
増
加
を
費
し
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
。
此
所
に
港
境
の
官
田
召
募
に
客
戸
が
臆
じ
て
小
作
人
と
な
っ
た
所
以
が
あ
っ
た
の
で

あ
ち
ぅ
。
但
し
此
所
に
鍔
牛
の
牛
租
績
納
が
問
題
と
な
る
。

耕
牛
が
鍔
列
す
れ
ば
飼
養
費
も
要
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
負
権
と
し
て
残
る
の
は
十
石
程
度
の
牛
租
だ
け
で
あ
る
。
比
れ
を
下
回
一

頃
を
小
作
し
て
得
る
百
石
ハ
小
作
料
五
割
’
の
場
合
）
乃
至
百
二
十
石
ハ
四
割
の
場
合
〉
に
比
す
れ
ば
約
一
一
割
程
度
の
負
擦
で
あ
る
。
全
牧
の
自

作
農

J

な
ら
ば
二
百
分
の
十
即
ち
五
分
程
度
と
な
る
。
相
営
鰭
へ
る
率
で
は
あ
る
が
け
此
れ
が
直
ち
に
連
亡
の
民
と
な
る
程
の
高
率
と
は
思
へ
な
、

い
。
然
も
営
時
の
論
臣
は
何
れ
も
此
れ
を
農
民
趨
亡
の
因
と
し
て
ゐ
る
。
彼
等
一
一
流
の
誇
張
の
如
く
に
見
え
る
が
、
命
よ
く
芳
へ
る
に
確
に
漣

亡
の
因
と
な
り
得
た
要
素
が
認
め
ら
れ
る
。

即
ち
耕
牛
が
死
ね
ば
耕
作
能
力
は
激
減
す
る
が
、
租
牛
し
て
ゐ
る
貧
農
に
買
牛
の
能
力
は
無
く
、
然
も
官
で
は
命
貸
牛
し
て
ゐ
る
も
の
と
し

て
．
牛
租
を
徴
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
重
ね
て
租
牛
し
、
叉
は
牛
本
銭
を
借
る
と
と
は
出
来
な
い
。
か
〈
て
牛
の
鑓
宛
と
共
に
牛
力
の
調
達

巴
行
詰
る
こ
と
と
な
る
が
、
耕
牛
の
な
い
経
管
農
業
は
蛍
時
成
立
し
難
か
っ
た
こ
と
、
己
述
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
結
局
連
亡
の
飴
儀
な
き
に

至
る
わ
げ
で
あ
る
。
つ
ま
り
牛
租
そ
の
も
の
よ
り
も
、
舞
牛
後
の
牛
力
調
達
に
窮
す
る
所
に
謹
亡
の
問
題
鮪
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
租
牛
は
貸
主
側
に
低
率
乍
ら
も
若
干
の
牧
益
が
あ
っ
た
矯
め
、
貸
牛
を
必
要
と
す
る
替
田
・
官
涯
の
興
置
に
着
手
し
た
官
を
し

て
租
牛
制
を
採
用
せ
し
め
た
の
で
あ
る
が
、
一
一
回
叉
此
の
牧
径
の
低
率
な
る
が
故
に

r

民
間
地
主
を
し
て
租
牛
制
を
さ
け
賃
牛
制
に
走
ら
し
め
た

の
で
あ
る
。
然
ら
ば
笹
田
・
官
悲
経
営
の
矯
め
巴
貸
牛
を
必
要
と
し
た
官
や
一
部
寺
院
を
し
て
、
何
が
故
に
牧
益
の
・
9
い
租
牛
制
を
と
ら
し

来
代
の
租
牛
に
就
い

τ



来
代
の
税
牛
に
就
い
て

め
、
民
間
地
主
に
倣
っ
て
貸
牛
制
仰
を
採
用
せ
し
め
な
か
っ
た
の
か
。
比
の
黙
が
街
問
題
と
し
て
残
ず
れ
て
ゐ
る
。

官
と
寺
観
の
一
一
部
と
が
租
牛
制
を
採
用
し
た
所
以

上
来
所
惑
の
如
く
租
牛
制
に
よ
っ
て
耕
牛
を
貸
奥
し
て
ゐ
た
の
は
官
と
寺
廓
宮
観
の
一
部
と
で
、
官
の
貸
牛
は
そ
の
小
作
人
民
謝
す
る
も
の

V 

は
勿
論
、

一
般
農
民
に
謝
す
る
も
O
も
殆
ん
苫
専
ら
租
牛
制
に
依
っ
て
ゐ
た
。
租
牛
制
酬
の
外
に
賃
牛
制
の
貸
牛
様
式
が
あ
り
、
民
間
地
主
の
小

作
人
へ
の
貸
牛
は
主
と
し
て
此
れ
に
よ
り
、
恰
も
官
と
民
主
で
租
牛
制
と
賃
牛
制
と
に
分
れ
て
ゐ
た
観
を
呈
し
て
ゐ
る
。
賃
牛
は
租
牛
巴
比
し

貸
主
の
牧
益
多
く
、
そ
こ
に
民
間
地
主
の
批
の
様
式
を
重
ん
巳
た
所
以
が
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
官
と
雄
も
好
ん
で
牧
益
の
薄

き
を
欲
し
た
筈
は
な
い
に
も
拘
ち
示
、
敢
て
租
牛
制
に
依
っ
て
ゐ
る
の
は
何
故
か
。
官
な
る
が
故
に
、
一
般
地
主
と
異
り
愛
民
の
精
一
脚
を
重
ん

と
た
と
見
る
は
軽
卒
で
あ
ら
う
。
租
牛
を
行
っ
た
南
宋
初
期
は
勿
論
、
五
代
列
閣
の
場
合
で
も
、
そ
の
財
政
は
頗
る
逼
迫
し
て
む
り
、
さ
れ
ば

と
そ
、
そ
の
一
助
と
し
て
の
官
同
興
置
が
行
は
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
租
牛
も
賢
く
採
用
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
利
牧
の
少
い
租
牛
制
の
採
用
を

単
純
に
愛
民
精
一
脚
の
後
露
と
片
附
け
る
な
ら
ば
、
第
死
牛
租
の
績
徴
は
綿
密
に
説
明
出
’
来
な
く
な
る
。
然
ら
ぽ
租
牛
制
採
用
の
主
た
る
所
以
は

何
で
あ
っ
た
か
。
思
ふ
に
、
そ
の
第
一
は
牧
牛
能
力
の
問
顕
で
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。

民
間
で
貸
牛
を
行
ふ
程
の
者
は
大
抵
豪
民
地
主
で
、
己
惑
の
如
く
施
設
や
僅
僕
を
挺
し
て
牧
牛
に
事
候
か
ね
能
力
を
有
し
て
ゐ
た
。
所
が
官

は
事
費
上
さ
う
し
た
能
力
を
有
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
閣
防
上
に
綿
密
不
可
般
の
軍
馬
に
就
い
て
さ
へ
も
、
牧
馬
機
関
と
し
て
の
馬
監
や
馬

坊
を
備
へ
大
い
に
馬
政
に
力
を
入
れ
て
は
居
た
が
、
成
績
概
ね
振
は
宇
、
牧
支
償
は
ざ
る
の
み
か
、
動
々
も
す
れ
ば
馬
敷
の
減
少
を
来
し
て
ゐ

た
。
北
方
よ
り
の
職
入
を
防
ぎ
自
給
自
足
の
鰭
制
を
総
立
せ
ん
と
す
る
努
力
は
結
局
賢
を
結
ぽ
ナ
、
敢

τ此
れ
を
韓
民
現
せ
ん
と
す
れ
ば
王
安
石

の
新
法
に
見
る
如
く
民
間
に
寄
養
せ
し
め
る
外
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
さ
へ
も
援
民
の
故
を
以
て
非
難
論
議
の
ま
と
と
な
り
、
途
に
失

般
に
総
っ
て
ゐ
る
。
蓋
し
風
土
の
関
係
と
云
ふ
よ
り
も
寧
る
官
皆
事
業
の
遇
弊
で
あ
っ
た
り
で
あ
る
。
牛
に
就
い
て
も
同
様
で
、
官
自
ら
牧
養

し
て
相
営
敷
の
耕
牛
を
蓄
へ
て
ゐ
く
と
と
は
出
来
な
か
っ
た
も
の
と
想
は
れ
る
Q

｛
木
曾
要
・
食
貨
一
二
替
問
雑
録
・
乾
謹
二
年
正
月
二
十
四
日
の



僚
に

其
部
轄
官
・
踏
白
軍
第
二
十
六
割
符
・
武
経
郎
侯
段
。
自
到
徳
安
府
。
将
屯
悶
官
兵
。
並
不
存
協
。
至
五
年
十
一
月
態
。
逃
鼠
過
七
十
一
一
一

人
。
一
持
耕
牛
亦
不
如
浅
養
制
限
Q

致
倒
苑
「
一
百
五
十
銭
頭
。

と
て
屯
田
の
耕
牛
が
飼
養
宜
し
き
を
得
な
か
っ
た
矯
め
大
量
に
倒
死
し
、
監
督
の
地
位
に
在
っ
た
将
校
が
罰
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
屯
田
は
官
兵
を

以
て
耕
作
す
る
悶
で
あ
る
。
此
れ
は
た
と
へ
特
別
甚
じ
い
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
多
く
此
れ
に
類
し
た
成
績
の
不
良
が
官
牧
の
遁
例
で
あ

っ
た
O
で
あ
ら
う
。
果
し
て
然
ら
ば
、
官
が
自
ら
蓄
牛
し
て
随
時
農
民
に
賃
貸
し
す
る
賃
牛
制
を
と
る
こ
と
は
、
た
と
へ
一
見
有
利
に
恩
は
れ

る
制
度
で
あ
る
に
し
て
も
、
牧
牛
の
面
で
損
失
を
招
き
、
事
費
上
有
利
な
漣
替
は
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
官
の
牧
牛
能
力
の
紙
除
を
詮
一
本

ず
る
の
は
穿
養
牛
の
問
題
で
あ
る
。

己
惑
の
如
く
、
甫
宋
の
紹
興
五
・
六
・
七
年
の
頃
は
搭
ん
に
官
妊
・
替
問
・
屯
田
等
を
准
南
等
O
沿
接
地
帯
に
興
援
し
た
時
代
で
あ
る
が
、

そ
の
矯
め
此
の
時
代
に
は
産
牛
地
に
就
い
て
官
が
感
ん
に
耕
牛
を
買
上
げ
て
ゐ
る
。
宋
曾
要
・
食
貨
一
一
一
替
問
雑
録
・
紹
興
五
年
間
二
月
二
十

八
日
の
僚
に
治
東
の
屯
田
用
と
し
て
獄
束
、
稿
建
よ
り
耕
牛
二
千
頭
を
賃
上
げ
た
と
と
見
え
ブ
同
年
十
一
月
二
十
八
日
の
僚
に
荊
南
の
替
問
用

と
し
て
同
一
地
方
に
於
い
て
黄
水
牛
一
千
七
百
儀
頭
を
買
上
げ
た
こ
と
見
え
、
翌
六
年
四
回
月
中
ι
五
日
の
傑
及
び
同
書
・
食
貨
一
一
皆
同
震
で
同
年

十
月
十
一
日
の
僚
に
湾
州
拡
て
耕
牛
を
賀
上
げ
た
と
と
見
え
、
備
類
例
の
散
見
し
て
ゐ
る
の
は
、
此
の
買
上
げ
盛
行
を
一
亦
す
史
料
で
あ
る
。
賃

上
げ
た
牛
は
綱
を
組
ん
で
北
迭
し
て
ゐ
る
が
、
官
薙
・
皆
同
・
屯
田
の
進
捗
と
賞
牛
の
進
行
と
は
必
・
ず
し
も
す
べ
て
が
時
間
的
巴
調
合
せ
哉
、

買
集
め
た
耕
牛
を
相
営
期
間
牧
護
し
て
治
か
・
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
要
を
生
じ
た
。
さ
う
し
た
場
合
の
牧
護
法
と
し
て
取
ら
れ
た
の
が
寄
養
牛
で

あ
る
o

寄
は
あ
づ
け
る
の
意
味
で
、
民
間
の
農
戸
に
あ

e

つ
け
て
養
は
し
め
た
の
で
あ
る
o

曾
要
・
食
貨
一
一
皆
同
雑
録
・
一
紹
興
六
年
九
月
一
一
十
一

日
の
僚
に

都
替
行
府
言
。
諸
路
州
焼
。
将
寄
養
牛
。
擦
那
一
牛
。
許
関
牛
入
戸
租
賞
。
伏
木
麗
郷
原
例
。
合
約
牛
租
。
以
十
分
得
率
。
量
誠
二
分
。

宋
代
白
程
牛
肉
就
い
て

= 
－ 



宋
代
の
租
牛
に
就
い
て

四

除
一
宇
寄
養
牛
兵
準
備
節
次
増
置
官
庭
使
用
Q

所
賃
牛
兵
問
土
不
致
荒
関
。
詔
依
。
釘
逐
旋
具
租
賃
趣
牛
。
井
添
給
奥
官
娃
及
見
在
牛
数

以
問
。

と
あ
っ
て
逐
次
増
置
議
定
の
宮
廷
に
使
用
す
る
矯
め
耕
牛
を
寄
養
せ
し
め
て
ゐ
た
と
と
、
そ
の
字
教
を
民
聞
の
一
般
関
牛
農
戸
に
租
賃
せ
し
め

た
こ
と
等
が
見
え
、
績
い
て
十
月
二
十
日
の
僚
に

都
替
行
府
一
言
。
提
奉
皆
悶
・
諸
路
州
膝
。
持
寄
食
牛
租
賃
関
牛
人
戸
。
以
二
年
矯
約
。
末
潟
五
年
不
得
報
取
。
従
乙
。

と
て
と
の
寄
養
牛
を
租
賃
し
た
場
合
、
二
年
の
契
約
期
間
で
あ
っ
た
の
を
五
年
以
上
に
更
め
た
と
主
見
え
、
更
に
ご
十
二
日
の
傍
に

都
脅
行
府
言
。
乞
令
江
准
等
路
管
回
司
。
子
見
寄
養
牛
内
。
就
近
支
援
三
百
頭
付
議
春
府
。

一
百
頭
付
濠
州
定
還
勝
。
仰
疾
濯
計
置
。
節

次
起
脇
氏
前
去
。
一
広
一
エ
。

と
て
前
掲
の
方
針
の
下
に
績
々
と
寄
養
牛
を
貸
山
山
し
た
と
と
が
見
え
る
。
貸
出
じ
用
の
官
牛
が
寄
養
せ
ら
れ
て
ゐ
だ
と
と
は
以
上
の
諸
例
に
畿

し
て
明
か
で
あ
ら
う
。
聞
し
て
此
の
寄
養
牛
が
南
交
の
産
牛
地
で
克
上
げ
ら
れ
北
港
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
間
巻
・
紹
興
七
年
四
月

九
日
の
僚
に

方
一
一
叫
諌
王
一
給
一
言
。
江
准
…
州
膝
。
榊
。
寄
養
乙
牛
o

来
自
庚
西
o
乍
遇
寒
－
凍
。
多
有
一
兆
一
現
。
共
有
店
長
芸
慮
人
耕
牛
。
百
畝
給
牛
一
具
。
云

｝
式
。

と
あ
る
に
依
っ
て
察
せ
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
官
の
買
上
牛
は
貸
出
さ
れ
る
迄
民
間
に
寄
養
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
官
に
牧
牛
能

力
が
無
か
っ
た
偽
め
で
な
け
れ
は
な
ら
ぬ
。
備
宋
曾
要
・
食
貨
一
一
ア
管
田
雑
録
・
紹
興
二
十
二
年
十
一
月
十
八
日
の
僚
の
南
郊
赦
文
’
に

勘
曾
a

租
佃
替
問
弁
寄
養
諸
色
官
牛
。
毎
歳
爾
料
税
約
課
子
。
共
問
。
有
災
傷
回
。
一
冗
租
官
牛
倒
宛
。
官
司
勅
令
陪
撲
。
往
々
並
不
興
除

放
。
及
老
弱
牛
隻
不
堪
耕
使
。
抑
令
伏
奮
虚
約
租
謀
。
共
潟
民
害
。
一
宮
一
エ
。

と
あ
る
寄
養
牛
は
明
か
に
一
租
牛
の
こ
と
で
あ
る
。
思
ふ
に
租
牛
は
寄
養
牛
を
貸
出
し
、
又
寄
養
牛
の
蝕
分
は
そ
の
ま
ま
寄
養
戸
に
貸
付
け
た
矯



め
、
脅
養
牛
が
租
牛
の
意
味
に
用
ひ
ら
れ
る
場
合
主
生
じ
犯
の
で
あ
ら
う
。

容
饗
制
が
示
す
如
く
、
官
に
牧
牛
能
力
が
無
か
っ
た
以
ム
、
質
牛
制
が
如
何
に
有
利
で
あ
っ
℃
も
そ
れ
を
採
用
す
る
と
と
は
不
可
能
で

b

る
Q

と
と
に
貸
渡
し
の
租
牛
制
が
官
。
伊
丹
牛
様
式
と
し
て
専
ら
採
用
せ
ら
れ
て
ゐ
た
最
大
の
所
以
が
あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
お
。

租
牛
制
は
耕
牛
貸
渡
し
で
あ
る
か
ら
、
毎
年
契
約
上
の
牛
租
を
受
取
れ
ば
、
そ
れ
で
運
替
し
て
行
げ
る
が
、
賃
牛
制
は
牛
力
の
切
り
貸
し
で

あ
る
か
ら
、
貸
出
し
と
返
還
と
が
頻
繁
で
そ
の
調
整
を
有
利
に
行
ふ
必
要
が
あ
ち
、
そ
の
運
替
管
理
は
複
雑
で
あ
る
。
企
業
臆
で
な
い
官
と
し
f

J

て
は
煩
雑
で
あ
る
の
み
な
ら
争
、
そ
の
煩
雑
は
必
宇
姦
官
惑
吏
の
怒
横
不
一
止
を
誘
裂
す
る
こ
と
．
歴
代
の
史
が
明
詮
す
る
所
で
あ
る
。
質
牛
制

ー
に
比
し
て
議
欝
管
寝
の
単
純
で
あ
っ
た
と
と
も
亦
租
牛
が
官
の
貸
牛
様
式
と
し
て
採
用
せ
ち
れ
た
大
き
な
因
子
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。

寺
糊
間
宮
観
は
娃
癒
を
有
ち
小
作
人
や
偉
僕
を
擁
し
て
牧
牛
能
力
を
も
具
備
す
る
と
と
、
一
般
家
民
地
主
と
縄
問
hv
な
い
も
の
が
あ
っ
た
、
か
う

し
た
所
で
は
恐
ら
く
有
利
な
賃
牛
制
を
探
つ
立
と
と
と
思
は
れ
る
。
然
し
中
に
は
牧
牛
能
力
の
な
い
も
の
や
、
た
と
へ
牧
牛
能
力
は
あ
っ
て
も

そ
れ
を
超
え
て
多
く
の
耕
牛
を
有
ず
る
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
と
云
ふ
の
は
、
寺
廟
宮
観
は
一
般
豪
民
地
主
と
即
興
り
、
経
済
的
関
係
か
ら

の
み
で
な
く
、
信
仰
的
な
立
場
か
ら
布
施
の
如
、
き
方
法
に
よ
れ

J

て
所
有
耕
牛
が
増
大
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
数
吾
頭
を
有
し
て
ゐ
た
禰
均
額

の
如
き
は
そ
の
著
例
で
あ
る
。
か
か
る
場
合
は
租
牛
制
に
依
る
外
な
く
、
此
践
に
寺
廓
宮
観
の
一
部
が
程
牛
を
行
っ
た
所
以
が
あ
っ
た
と
解
せ

，
ゐ
れ
る
。
一
般
家
民
中
に
も
同
様
の
場
合
が
無
か
っ
た
と
は
一
同
へ
な
い
。

以
上
、
一
一
一
雨
章
に
論
越
し
た
所
を
要
す
る
に
、
宋
代
の
佼
牛
農
業
は
貸
牛
制
を
普
及
殻
建
せ
し
め
て
ゐ
た
が
、
此
の
貸
牛
制
に
は
租
牛
舗

と
賃
牛
制
と
が
あ
り
、
前
者
ば
主
と
し
て
官
が
地
主
及
び
国
家
と
し
て
小
作
人
及
び
一
般
農
民
に
濁
し
て
行
っ
た
貸
牛
忙
採
入
れ
ら
れ
、
後
者

”
は
民
間
地
主
の
小
作
人
に
封
ず
る
貸
牛
に
取
入
れ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
常
此
の
外
に
長
生
牛
と
呼
ば
れ
る
貸
牛
制
の
あ
っ
た
乙
と
が
文
献

に
惇
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
然
し
そ
れ
が
右
二
貸
牛
様
式
の
何
れ
か
一
方
を
指
す
倒
的
名
か
、
設
は
双
方
を
含
め
た
縞
て
の
貸
牛
を
指
す
名
稀
か
、

そ
れ
と
も
此
れ
ら
一
一
つ
の
様
式
と
は
全
く
別
績
の
貸
牛
様
式
が
あ
っ
て
そ
れ
を
指
し
て
ゐ
た
の
か
、

一
見
此
れ
を
識
別
す
る
史
料
無
く
、

詳ノ

東
代
的
粧
や
仁
就
い
て

一五



出
府
代
り
租
牛
に
就
い
て

一六

し
く
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
図
っ
て
次
章
に
長
生
牛
を
詳
考
す
る
と
と
と
す
る
。

醤
1

曾
要
・
食
貨
訪
屯
田
雑
錐
・
成
卒
四
年
十
二
月
。
繰
り
銀
戎
軍
ハ
侠
酉

路
）
の
屯
田
に
闘
す
る
記
事
参
照

2

曾
喪
・
食
貨
一
一
屯
田
雑
鍛
に
同
記
事
あ
り

3

註

2
に
同
じ

4

宋
曾
要
・
食
貨
↑
商
税
一
雑
録
に
同
記
事
あ
9

5

註
4
に
同
じ

6

成
平
一
一
一
年
に
楚
が
湾
州
の
替
問
に
行
ワ
た
租
牛
の
牛
程
を
克
己
ゐ
る
の

を
参
考
す
可
き
で
あ
る

7

績
費
治
議
館
長
編
4
4

一
一
同
年
月
に
同
記
事
あ
嘗

8

澗
山
腐
の
肱
の
牛
程
絹
は
廟
の
替
繕
費
撃
に
充
て
ら
れ
て
ゐ
た
と
一
再

ふ
。
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